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第７編 下水道編 

第１章 管渠実施設計 

 

第 1節 調 査  

第 7101 条 調査 

1．資料の収集   

業務上必要な資料,地下埋設物及びその他の支障物件(電柱,架空線等)につい

ては,関係官公署,企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならな

い。 

2. 現地踏査 

特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し,地勢,土地利用,排水区界,

道路状況,水路状況等現地を十分に把握しなければならない。 

3. 地下埋設物調査 

特記仕様書に示された設計対象区域について,水道,下水道,ガス,電気,電話等

地下埋設物の種類,位置,形状,深さ,構造等をそれらの管理者が有する資料と照

合し,確認しなければならない。 

4. 公私道調査 

道路,水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。 

5. 在来管調査 

在来管調査は,3.地下埋設物調査で行う範囲を超える調査であり,管路,マンホ

ールおよびますの老朽度,堆積物の状況,破損の状態,構造,底高等現地作業を伴

うものをいう。当該調査は別途計上とする。 

 

 

第 2節 設計一般 

第 7102 条 設計一般 

1. 打合わせ 

(1) 業務の実施に当って,受注者は係員と密接な連絡を取り,その連絡事項を

そのつど記録し,打合わせの際,相互に確認しなければならない。 

(2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて,受注者と発注者

は打合わせを行うものとし,その結果を記録し,相互に確認しなければなら

ない。 

2. 設計基準等 
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設計に当っては,発注者の指示する図書及び本仕様書第 7107 条 参考図書に基

づき,設計を行う上でその基準となる事項について発注者と協議の上,定めるも

のとする。 

3. 設計上の疑義 

設計上疑義の生じた場合は,係員との協議の上,これらの解決にあたらなけれ

ばならない。 

4. 設計の資料  

設計の計算根拠,資料等はすべて明確にし,整理して提出しなければならない。 

5. 事業計画図書の確認 

受注者は,第 7101 条 調査の各項の調査等と併せて,設計対象区域にかかる事

業計画図書の確認をしなければならない。 

6. 参考資料の貸与 

発注者は,業務に必要な下水道事業計画図書,土質調査書,測量成果書,在来管

資料,道路台帳,地下埋設物調査,下水道標準構造図等の資料を所定の手続によ

って貸与する。 

7. 参考文献等の明記  

業務に文献,その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記しなけれ

ばならない。  

 
 

第 3節 基本設計 

第 7103 条 基本設計 

1. 設計図の作成  

主要な設計図は,下記により作成することとし,図面完成時には,係員の承認を

受けなければならない。 

(1) 位置図 

位置図(S=1/10,000～1/30,000)は地形図に設計区域又は設計区間を記入

する。 

(2) 区画割施設平面図 

区画割施設平面図(S=1/2,500)は,事業計画において作成した区画割図面

に基づいて枝線の区画割を行い,設計区域又は設計区間の区間番号,形状,

管径,勾配,区間距離、区画の面積及び幹線・排水区又は処理区等の名称を

記入すること。 

(3) 縦断面図 

縦断面図(S=縦1/100,縦1/2,500)は,区画割施設平面図と同一記号を用い

て次の事項を記入すること。 

管渠の位置,平面図との対照番号,形状,管径,勾配,区間距離,地盤高,管底

高,土被り及び河川,鉄道,国道等の位置と名称,位置・形状,寸法等及び河
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川の現在と計画の底高,高水位並びに幹線,処理区等の名称を記入すること。 

(4) 流量計算表 

流量計算表は,事業計画において作成された流量表に基づいて,管渠の断

面,勾配を決定し,起終点の管底高,地盤高,土被り,流入管記号を記入する

こと。 

(5) 概略構造図 

概略構造図(S=1/50～1/100)は,次の要領で作成する。 

発注者の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが,次のような特

殊構造のものは,縦断面図と同一記号を用いて図面を作成する。 

特殊なマンホール,接続室,雨水吐室及び吐ロ,伏越等特に構造図を必要と

するものについて概略の形状図を作成する。 

2. 概略工法検討 

概略工法検討業務は,設計対象路線の管路布設工法(開削,推進,シールド)の選

定を行うものである。ただし,個所別詳細な工法の検討は詳細設計で行うもの

とする。 

3. 報告書 

報告書は,当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし,その内容

は,位置,設計の目的,調査計画の概要,設計計画,概略工法検討等を集成するも

のとする。 

 

 

第 4節 詳細設計 

第 7104 条 詳細設計 

1. 設計図の作成  

主要な設計図は,下記により作成することとし,図面完成時には係員の承認を

受けなければならない。 

(1) 位置図 

位置図(S=1/10,000～1/30,000)は地形図に施工箇所を記入する。 

(2) 系続図 

系統図(S=1/2,500)は,地形図に設計区間を記入する。 

(3) 平面図 

平面図(S=1/500)は,測量による平面図及び道路台帳に基づいて,設計区間

の占用位置,マンホール及び立坑の位置・管渠の区間番号,形状,管径,勾配,

区間距離及び管渠の名称等を記入する。 

(4) 詳細平面図 

詳細平面図(S=1/50～1/100)は主要な地下埋設物さくそう箇所,重要構造

物近接箇所及び河川,鉄道,国道等横断箇所等特に詳細図を必要とし,係員
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が指示する場合に平面及び横断図を作成する。 

(5)縦断面図 

縦断面図(S=縦1/100,横1/500)は,平面図と同一記号を用いて次の事項を

記入する。 

管渠の位置,平面図との対照番号,形状,管径,勾配,区間距離,地盤高,管底

高,土被り,マンホールの種別及び河川,鉄道,国道等の位置と名称,流入及

び交差する管渠の位置,番号,形状,管径,管底高,主要な地下埋設物の名称,

位置,形状,寸法等及び管渠の名称等を記入する。 

(6) 横断面図 

 横断面図(S=1/50～1/100)は,平面図と同一記号を用いて次の事項を記入

する。 

管渠の位置,平面図との対照番号,形状,管径,地盤高,管底高及び必要な地

下埋設物の名称,位置,形状,寸法等及び管渠の名称又は横断位置の名称等

を記入する。 

(7) 構造図  

 構造図(S=1/10～1/100)は,次の要領で記入する。 

発注者の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが,次のような特

殊構造のものは縦断面図と同一記号を用いて構造図を作成する。 

特殊な布設構造図,接続室,雨水吐室及び吐ロ,伏越,特殊な形状のマンホ

ール及びます等特に構造図を必要とし,仕様書に明記されているもの。 

(8) 仮設図 

仮設図(S=1/10～1/100)は,次の要領で記入する。 

仮設図は,構造図と同一記号を用いて作成する。 

設計図には,掘削幅,長さ,深さ,地盤高,床堀高及び使用する材料の位置,

名称,形状,寸法,他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲,名称等を記

入する。 

2. 各種計算 

管渠,管基礎,推進力及び構造計算,仮設計算,補助工法,耐震設計等の計算に当

っては,発注者と十分打合せの上,計算方針を確認して行わなければならない。 

3. 数量計算 

土工,管,管基礎,覆工等及び構造物,仮設,補助工法等材料別に数量を算出する。  

4. 報告書 

報告書は,当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし,その内容

は,設計の目的,概要,位置,設計項目,設計条件,土質条件,埋設物状況,施工方法,

工程表等を集成するものとする。 
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第 5節 照査 

第 7105 条 照査 

1. 照査の目的 

受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し,十分な比較検討を

行うことにより,業務の高い質を確保することに努めるとともに,さらに照査を

実施し,設計図書に誤りがないよう努めなければならない。 

2. 照査の体制  

受注者は遺漏なき照査を実施するため,相当な技術経験を有する照査技術者を

配置しなければならない。 

3. 照査事項 

受注者は設計全般にわたり,以下に示す事項について照査を実施しなければな

らない。 

(1) 基本条件の確認内容について 

(2) 比較検討の方法及びその内容について 

(3) 設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について 

(4) 計算書(構造計算書,容量計算書,数量計算書,耐震設計計算書等をい

う。)について 

(5) 計算書と設計図の整合性について 

 

 

第 6節 提出図書 

第 7106 条 提出図書 

1. 提出図書 

提出図書は次項により,提出しなければならない。 

2. 実施設計関係提出図書(基本設計) 

図書名 縮尺 形状寸法・提出部数 

位置図 1/10,000～1/30,000 原図一式・白焼き３部 

区画割施設平面図 1/2,500 〃 

縦断面図 縦1/100，横1/2,500 〃 

流量計算表  Ａ４又はＡ３・３部 

概略構造図 1/10～1/100 原図１式・白焼き３部 

概略工法検討書  Ａ４・３部 

報告書  〃 

打合せ議事録  〃 

その他参考資料（地下埋設物調査資料他）  原稿一式 

3. 実施設計関係提出図書（詳細設計） 

図書名 縮尺 形状寸法・提出部数 
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位置図 1/10,000～1/30,000 原図一式・白焼き３部 

系統図 1/2,000～1/3,000 〃 

施設平面図 1/300～1/500 〃 

詳細平面図 1/100～1/300 〃 

縦断面図 縦1/100，横1/300～1/500 〃 

横断面図 1/50～1/100 〃 

構造図 1/10～1/100 〃 

仮設図 1/10～1/100 〃 

水理計算書  Ａ４・３部 

構造計画書（耐震設計計算書を含む）  Ａ４又はＡ３・３部 

数量計算書  Ａ４・３部 

報告書  〃 

特記仕様書  〃 

打合せ議事録  〃 

その他の資料  原稿一式 

設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料 

 

 

第 7節 参考図書 

第 7107 条 参考図書 

1. 参考図書 

業務は､下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

(1) 発注者の下水道構造標準図 

(2) 発注者の道路埋設標準定規 

(3) 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会) 

(4) 下水道維持管理指針( 〃 ) 

(5) 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説( 〃 ) 

(6) 下水道管路施設設計の手引( 〃 ) 

(7) 下水道施設の耐震対策指針と解説( 〃 ) 

(8) 下水道施設耐震計算例－管路施設編( 〃 ) 

(9) 下水道推進工法の指針と解説( 〃 ) 

(10)下水道マンホール安全対策の手引き(案)( 〃 ) 

(11)水理公式集(土木学会) 

(12)コンクリート標準示方書( 〃 ) 

(13)トンネル標準示方書(シールド工法編)・同解説( 〃 ) 

(14)   〃       (山岳工法編)  ・  〃  ( 〃 ) 

(15)   〃        (開削工法編)  ・  〃  ( 〃 ) 
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(16)道路技術基準通達集(国土交通省) 

(17)道路構造令の解説と運用 (日本道路協会) 

(18)道路土工－仮設構造物工指針( 〃 ) 

(19)道路土工－擁壁工指針( 〃 ) 

(20)道路土工－カルバート工指針( 〃 ) 

(21)共同溝設計指針( 〃 ) 

(22)道路橋示方書・同解説( 〃 ) 

(23)水門鉄管技術基準(電力土木技術協会) 

(24)改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)  

(25)港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会) 
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第２章 処理場・ポンプ場実施設計 

 

第１節 設計一般 

 第 7201 条 設計一般 

1．一般設計 

(1) 業務の実施に当って,受注者は係員と密接な連絡を取り,その連絡事項を

そのつど記録し,打合せの際,相互に確認しなければならない。 

(2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて,受注者と発注者

は打合せを行うものとし,その結果を記録し,相互に確認しなければならな

い。 

2. 設計基準等 

設計に当っては,発注者の指定する図書及び本仕樣書第７節の図書を参考にし

て,設計業務を行わなければならない。 

3．設計上の疑義 

設計上疑義の生じた場合は,係員と協議の上,これらの解決にあたらなければ

ならない。 

4．設計の資料 

設計の計算根拠,資料等はすべて明確にし,整理して提出しなければならない。 

5．参考資料の貸与  

発注者は,業務に必要な下水道事業計画図書,測量,土質調査資料等を所定の手

続によって貸与する。 

6．参考文献等の明記 

業務に文献,その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記しなけれ

ばならない。 

7．現地調査  

受注者は,現地を踏査し,発注者の下水道事業計画図書,測量,土質調査資料等

に基づき,下記事項について,確認しておかなければならない。 

(1) 地形,その他  

用地境界,周囲の状況,地盤高,排水の状況,連絡道路,水道,ガス,電気の経

路等 

(2)地 質 

地質調査資料と現地との関係 

(3)関連管渠の位置,形状,管底高 

(4)吐口の予定位置 
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(5)放流先の状況 

(6)その他設計に必要な事項 

8．実施設計(基本設計)および実施設計(詳細設計)及び増設実施設計(基本設

計・詳細設計) 

(1) 業務の内容は実施設計(基本設計)と実施設計(詳細設計)及び増設実施設

計(基本設計・詳細設計)に分ける。 

(2) 実施設計(基本設計)とは,実施設計(詳細設計)を行うに当り,当該設計対

象施設の処理方式,フローシート,基本的な配置,構造,形式,容量,機能,工

事施工方法,維持管理方式及び事業の総合的効果等の基本的事項の確認及

び検討をいう。 

(3) 実施設計(詳細設計)とは,実施設計(基本設計)に基づいて,工事を実施す

るために必要な設計図,計算書等〔以下実施設計(詳細設計)図書等とい

う。〕の作成業務をいう。 

(4) 増設実施設計(基本設計・詳細設計) 

① 増設実施設計(基本設計) 

増設実施設計(基本設計)とは,「(2)の実施設計(基本設計)」に基づい

て実施する増設実施設計(詳細設計)に先立ち,対象施設の基本設計を見

直さなければならない場合に行う基本設計図書の作成業務をいう。 

②増設実施設計 (詳細設計)とは,「(2)の実施設計(基本設計)」又は

「①の増設実施設計(基本設計)」に従い,既存施設に連続して建設する

ために必要な設計図書(設計図・計算書等)の作成業務をいう。 

 

 

第２節 実施設計(基本設計) 

第 7202 条 基本設計 

1．実施設計(基本設計)図書の作成に関する作業 

実施設計(基本設計)業務は,次の事項の検討又は確認並びに基本設計図書の作

成を行い,実施設計(基本設計)図書として,まとめなければならない。 

(1) 実施設計(基本設計)を実施する上で検討又は確認する事項 

実施設計(基本設計)業務において,次の事項を検討又は確認しなければな

らない。 

(イ)基本条件の確認 

① 行政区域 

現在人口,将来人口,面積,都市計画区域,市街化区域,市街化調整区域,

用途地域,公害関係規制区域等 

② 上位計画等 

環境基準,公害防止計画,流総計画等 
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③ 処理区域・排水区域 

地形,気象,地質,地下水等の自然的条件,地盤沈下の状況,浸水状況等 

④ 下水道全体計画 

計画区域,計画人口,排除方式,計画下水量,幹線ルート,ポンプ場及び

処理場の位置,設置数,規模,年次別流入下水量等  

⑤ポンプ場,処理場計画 

流入管計画,放流管計画,放流河川計画,計画汚水量,計画雨水量,計画

水質等 

(ロ)処理方式・フローシートの検討 

処理方式・フローシートは,次の各事項を考慮して,総合的な見地から

定めること。 

① 流入下水の水質,水量及び水温  

② 放流水域の水質の許容限度 

③ 放流水域の現在及び将来の利用状況 

④ 処理場の立地条件,建設費,維持管理費,操作の難易 

⑤ 施設の初期段階における最適処理方法についての検討  

⑥ 法律等に基づく規制 

(ハ) 維持管理基本構想の検討 

① 管理制御方式の検討 

ポンプ場,処理場内の管理制御方式,他ポンプ場,処理場相互の管理制

御方式の検討を行うこと。 

② 維持管理体制の検討 

標準的維持管理体制及び,制御方式と維持管理体制の検討を行うこと。 

(ニ) 配置計画の検討 

① 配置計画 

経済性,維持管理の難易,環境条件等を考慮し,配置計画を確認するこ

と。 

② 配管,配線計画の検討 

①の配置計画の比較検討に併行し,場内各種主配管,主配線ルートを立

案すること。 

③ 施設計画等の検討 

平面計画・立面計画(機器の配置),管廊計画(配管,ケーブル等の収容),

機器の搬出入計画等により最適スペースを検討すること。 

（ホ）施設設計 

① 容量計算 
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設計負荷，余裕，予備，初期投資の大小等を検討し，容量，出力を確

認すること。 

② 形式，機種等の検討 

維持管理の安易さ，経済性，機能性に関して比較検討。 

③ 主要機器の運転操作方式，計装制御方式の検討 

④ 環境整備計画の検討 

換気脱臭，防音防振，排煙，危険物，高圧ガス，緑化，場内排水等を

検討すること。 

（ヘ）水位関係の検討 

① ポンプ揚程 

放流先水位，再揚水ポンプ等の比較検討 

② 水理計算 

③ 計画地盤高と施設レベル 

（ト）施工方式の比較検討 

施工方式については，土質調査資料，周辺状況，その他関係資料等を

考慮し，工事施工方法ごとの概算コスト比較，必要工期，施工の難易

度，工事公害の検討を行うこと。 

(2) 基本設計図書の作成に関する作業 

建設事業計画の検討並びに土木,建築,機械及び電気の各部門とその相互

関係を明らかにする実施設計(基本設計)図書を作成すること。実施設計

(基本設計)図は次に示す内容とし,縮尺1/100～1/200を標準とする。 

ただし,一般平面図,その他これによっては不都合な場合は,係員との協議

による。 

(イ) 事業計画の検討 

① ポンプ場,処理場の概算事業費の算出 

② ポンプ場,処理場の建設事業計画の検討 

(ロ) 基本設計図 

① 土木関係 

a) 一般平面図 

b) 水位関係図 

c) 構造図 

1)平面図 

2)縦断面図 

d) 場内各種排水平面系統図 

e) 場内整備平面計画図(場内道路,門,さく,塀,場内造成等) 

② 建設関係 
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a) 意匠図 

1)各階平面図 

2)立 面 図 

3)断 面 図 

4)求積図表(概算値) 

b) 建築機械設備 

1)概略系統図(衛生,換気,空調) 

2)主要機器配置図 

c) 建築電気設備 

1)概略系統図(照明・動力幹線,火報,電話,放送,時計等) 

2)主要機器配置図(盤類) 

d) 全体鳥瞰図(カラー仕上) 

③ 機械関係 

a) 基本フローシート 

水処理,汚泥処理,用水,空気,ガス,油等 

b) 機器配置計画図(主要機器) 

1)全体配置平面図 

2)施設毎配置平面図 

3)施設毎配置断面図 

c) 主要配管系続図(ルート及びスペース) 

④ 電気関係  

a) 構内一般平面図 

b) 主要配電系路図(ルート及びスペース) 

c) 単線結線図(受電～低圧主幹) 

d) 主要機器配置平面図(主として中央管理室,電気室,自家発電機室) 

e) 計装設備図(主要計測及び操作フローシート) 

(3) 実施設計(基本設計)図書(確認及び検討書,図面等)の作成 

実施設計(基本設計)図書(確認書,検討書及び図面等)は,「(1)実施設計

(基本設計)を実施する上で検討又は確認する事項」で行った確認,検討事

項及び「(2)基本設計図書作成に関する作業」で作業した図面を下記の内

容により構成,まとめるものとする。 

(イ) 共通事項 

① 基本条件確認書 

② 処理方式検討書 

③ 維持管理方式検討書 

④ 資源有効利用計画検討書(汚泥,再生水,熱,建設副産物等) 
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⑤ 環境対策検討書 

a) 換気,脱臭計画 

b) 防音,防振計画 

c) 脱硫,排煙処理計画  

d) 高圧ガス等の防護計画 

e) 場内整備計画 

⑥ 構内水利用計画検討書 

⑦ 事業計画の検討書 

(ロ) 土木関係 

① 施設配置計画,水位関係の検討,容量計算,水理計算書 

② 基礎支持形式の比較検討書 

③ 仮設計画検討書 

(ハ) 建築関係 

① 平面計画検討書 

② 特殊構造の検討書 

③ 建築設備計画検討書  

(ニ) 機械関係 

① 主要機器構成計画(基本フローを含む。) 

② 設備容量計画 

③ 水利用計画 

④ 油類利用計画 

⑤ 主要機器搬出入計画(主要機器寸法を含む。)  

⑥ 主要機器重量表 

(ホ) 電気関係 

①使用電力需要計画 

②受変電及び負荷設備計画 

③自家発電設備計画 

④制御電源設備計画   

⑤監視制御設備計画 

⑥計装設備計画  

⑦主要機器構成計画 

⑧主要機器重量表 

 

 

第３節 詳細設計 

第 7203 条 詳細設計 
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1． 実施設計(詳細設計)図書の作成に関する作業 

実施設計(詳細設計)業務は,次の事項の確認並びに詳細設計図書の作成を行い,

実施設計(詳細設計)図書としてまとめなければならない。 

(1) 実施設計(詳細設計)業務で確認する事項  

実施設計(詳細設計)業務において,次の事項を確認しなければならない。 

(イ) 受注者は,実施設計(詳細設計)業務を進めるに当り,設計対象施設に

関する実施設計(基本設計)の内容について確認を行わなければならな

い。 

(ロ) 土木建築構造物の構造計算に先立ち,構造分類に基づいた設計条件,

荷重条件,設備機器の重量表,主要形状寸法一覧表,主要設備機器の搬入

経路および各部寸法等の確認を行わなければならない。 

(ハ) 仮設構造物の部材応力算定に先立ち,土圧算定式,設計諸元,切梁段数,

山留方法,排水方法,仮設道路計画等の確認又は検討を行わなければな

らない。 

(2) 実施設計(詳細設計)業務で行う計算書等の作成に関する作業 

受注者は，発注者が提供した資料,又は受注者の調査した項目について,

整理し,確認又は検討を行った後に次の作業を行う。 

なお,確認された実施設計(基本設計)図書のうちで実施設計(詳細設計)で

使用できるものは,再使用を妨げない。 

(イ) 土木関係 

① 構造計算書 

② 基礎計算書  

③ 仮設計算書  

④ 水理計算書  

⑤ 容量計算書 

(ロ) 建築関係 

① 構造計算書 

② 基礎計算書 

③ 仮設計算書  

④ 設備設計計算書 

(ハ) 機械関係 

① 設備容量計算書 

能力,台数,出力等 

② 機器リスト表 

③ 特殊設備の安全性・安定性に対する検討書 

④ 主要機種重量表および建築荷重設定表 
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(ニ) 電気関係 

① 設備容量計算書 

能力,台数,出力等 

② 運転操作概要書 

③ 主要機器重量表および建築荷重設定表 

(3) 詳細設計図の作成に関する作業 

受注者は,次に示す詳細設計図を作成すること。 

(イ)土木関係 

① 一般平面図 

② 水位関係図 

③ 構 造 図 

a) 平 面 図 

b) 縦横断面図 

c) 杭配置図 

④ 詳 細 図 

設備(機械,電気)との取合図及び箱抜き図 

⑤ 配筋図(鉄筋加工図は数量計算書に記入) 

⑥ 場内管渠配管図(平面図,縦横断面図) 

⑦ 場内排水管,マンホール,ます構造図  

⑧ 場内道路,門,さく,塀,場内整備図等 

⑨ 工事特記仕様書 

(ロ) 建築関係 

①建築意匠図･･････案内図,配置図,求積図,仕上表,平面図,立面図,断面

図,矩計図,詳細図,展開図,天井伏図,建具表,工事特

記仕様書,箱抜き図 

 

②建築構造図･･････伏図，軸組図，断面リスト，ラーメン図，配筋詳細

図 

③建築機械設備図 

系統図，平面図，断面図及び必要な部分は詳細図 

④建築電気設備図 

電灯，非常用照明，設備動力，電気時計，火災報知，電話,拡声，テレ

ビ共聴等 

a)系統図 

b)各階配線平面図 
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⑤ 主要建物(沈砂池・ポンプ室,ポンプ室,管理棟,自家発電機室,汚泥処

理棟,送風機室)の透視図(カラー仕上) 

(ハ) 機械関係 

① フローシート(全体及び施設又は設備ごと) 

② 全体配置平面図   

③ 配置平面図(施設ごと) 

④ 配置断面図(施設ごと) 

⑤ 配管全体図 

⑥ 水位関係図,箱抜き参考図(土木に準ずる)   

⑦ 工事特記仕様書 

(ニ) 電気関係 

①構内一般平面図 

②単線結線図 

③主要機器外形(参考寸法)図 

④機能概略説明図(計装フローシート,監視制御システム系統図) 

⑤主要配線,配管系統図 

⑥配線,配管布設図,(ラック,タクト,ピット) 

⑦接地系統図 

⑧機器配置図(⑥との共用含む) 

⑨工事特記仕様書 

(4) 工事設計書の作成に関する作業 

受注者は発注者の示す様式,資料により次のものを作成すること。 

(イ)数量計算書(材料) 

(ロ)工期算定計算書 

(ハ)見積依頼書 

(ニ)工事設計書(金抜設計書) 

 

第４節増設（基本設計・詳細設計） 

第 7204 条増設（基本設計・詳細設計） 

1． 増設実施設計（基本設計）図書の作成に関する作業 

   増設実施設計（基本設計）業務は， 

①施設設計 

②水位関係の検討 

③施行方法比較検討 

④基本設計図書作成 
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を行い，増設実施設計（基本設計）図書として，まとめなければならない。

図書の作成は，「7202 条１．実施設計（基本設計）図書の作成に関する作

業」に準じるものとする。 

2．増設実施設計（詳細設計）図書の作成に関する作業 

増設実施設計（詳細設計）業務は「7203 条１．実施設計（詳細設計）図書の

作成に関する作業」に準じるものとする。 

 

 

第５節 照査 

第 7205 条 照査 

1． 照査の目的 

受注者は業務を施行するうえで技術資料等の諸情報を活用し,充分な比較検討

を行うことにより,業務の高い質を確保することに努めるとともに,さらに照査

を実施し,設計図書に誤りがないよう努めなければならない。 

2． 照査の体制 

受注者は遺漏なき照査を実施するため,相当な技術経験を有する照査技術者を

配置しなければならない。 

3． 照査事項 

受注者は設計全般にわたり正常時・異常時における処理機能の確保,施設の耐

久性及び環境条件に対する適応性,柔軟性を基本として以下に示す事項につい

て照査を実施しなければならない。 

(1) 実施設計(基本設計) 

(イ) 基本条件の確認内容に関する照査  

(ロ) 検討の方法及びその内容に関する照査 

(ハ) 土木設計,建築設計(建築機械,建築電気を含む),機械設計,及び電気

設計の相互間における整合性に関する照査 

(2) 実施設計(詳細設計) 

(イ) 設計計画の妥当性(設計方針,設計条件等)の照査 

(ロ) 各種計算書の適切性に関する照査  

(ハ) 各種設計図の適切性に関する照査 

(ニ) 各種計算書と設計図の整合性に関する照査 

 

 

第６節 提出図書 

第 7206 条 提出図書 

1． 提出図書 
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提出すべき成果品とその部数は次のとおりとする。なお,製本はすべて白焼き

とする。また,製本はすべて表紙,背表紙とも,タイトルをつけ,直接印刷したも

のとする。なお,成果品の作成に当っては,その編集方法についてあらかじめ係

員と協議すること。 

 

2． 実施設計（基本設計）提出図書 
(1)実施設計（基本設計）検討書 A４判製本 ３部と原稿 

(2)実施設計（基本設計）図 A１又は A２判 原図一式 

(3)原図用紙は厚口トレーシングペーパー又はテレファックス，フジゼロ相当品とする 

(4)実施設計（基本設計）図 A３判折たたみ製本 ３部と原図 

(5)原図用紙は 4.2（2）に同じ 

(6)鳥瞰図 A２版着色仕上げ額縁入 １部 

(7)鳥瞰図写真 四ツ切カラープリント ３部と原版 

3． 実施設計（詳細設計）提出図書 

（１）土木建築関係 
実施設計（詳細設計）全図 A１判 原図一式 

原図用紙は 5.2（2）に同じ   

実施設計（詳細設計）図 A３判折りたたみ製本 ３部と原図 

原図用紙は 5.2（2）に同じ   

計算書（数量計算書を除く） A４又は A３判製本 ３部と原稿 

工事特記仕様書（土木） A４判製本 ３部と原稿 

工事特記仕様書（建築） A３判折りたたみ製本 〃 

工事設計書 A４判 原稿 

主要建築物透視図 A２判着色仕上額縁入 １部 

主要建築物透視図（写真） 四ツ切カラープリント ３部と原版 

（２）機械関係 
実施設計（詳細設計）原図 A１版 一式（土木建築に準ずる）  

実施設計（詳細設計）図 A３判折りたたみ製本 ３部と原図 

原図用紙は 5.2（2）に同じ 

計算書（数量計算書を除く） A４又は A３判製本 ３部と原稿 

特記仕様書 A４判製本 ３部と原端 

工事設計書 A４判 原稿 

（３）電気関係 
実施設計（詳細設計）図原図 A１又は A２判 一式（土木建築に準ず

る） 

 

実施設計（詳細設計）図 A３判折りたたみ製本 ３部と原図 

原図用抵は 6.2（2）に同じ 

計算書（数量計算書を除く） A４又は A３判製本 ３部と原稿 

特記仕様書 A４判 ３部と原稿 

工事設計書 A４判 原稿 

（４）議事録 A４判 ３部と原稿 

 

 

第７節 参考図書 

 第 7207 条 参考図書 

業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

(1) 土木工書一般仕様書(発注者の仕様書) 

(2) 建築工事・建築設備工事一般仕様書( 〃 ) 



Ⅰ－４－563 

 

(3) 機械設備工事一般仕様書( 〃 ) 

(4) 電気設備工事一般仕様書( 〃 ) 

(5) 日本工業規格(JIS) 

(6) 日本下水道協会規格(JSWAS) 

(7) 電気規格調査会標準規格(JEC) 

(8) 日本電機工業会標準規格(JEM) 

(9) 日本農業規格(JAS) 

(10)日本電線工業会標準規格(JCS) 

(11)内線規程(日本電気協会) 

(12)下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会) 

(13)下水道維持管理指針( 〃 ) 

(14)小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説( 〃 ) 

(15)下水道施設の耐震対策指針と解説( 〃 )  

(16)下水道施設耐震計算例－処理場,ポンプ場編－( 〃 ) 

(17)水理公式集(土木学会) 

(18)コンクリート標準示方書(土木学会) 

(19)鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－(日本建

築学会) 

(20)鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計と保有水

平耐力－(日本建築学会)  

(21)鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(日本建築学会) 

(22)建築基礎構造設計指針(日本建築学会) 

(23)壁式構造関係設計規準集・同解説壁式鉄筋コンクリート造編(日本建築

学会)   

(24)土木製図基準(土木学会) 

(25)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事設計図書作成基準及び同

解説(公共建築協会) 

(26)機械製図基準 JISハンドブック5 (日本規格協会) 

(27)電気記号JISハンドブック7 (日本規格協会) 

(28)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 建築工事標準詳細図 

(29)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 公共建築設備工事標準図

(電気設備工事編) 

(30)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課 公共建築設備工事標準図

(機械設備工事編) 

(31)国土交通省大臣官房技術調査室土木研究所監修 土木構造物設計ガイド

ライン(全日本建設技術協会) 

(32)改訂 解説・河川管理施設等構造令(日本河川協会) 

(33)港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会) 
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(34)揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説 

    排水ポンプ設備設計指針(案)同解説(河川ポンプ施設技術協会) 

(35)国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 

(36)国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事

編) 

(37)国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事

編) 

(38)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築構造設計基準及び同解

説(公共建築協会) 

(39)建設大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

(公共建築協会) 

(40)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修 建築設備設計基準(公共建築

協会)(全国建設研修センター) 

(41)国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事

編) 

(42)国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備

工事編) 

(43)国土交通省大臣官房庁営繕部公共 建築改修工事標準仕様書（機械設備

工事編） 
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第３章 汚水処理施設整備構想策定 

 

第１節 標準仕様書 

第 7301 条 計画 

1．一般的事項 

  受注者は,調査及び計画に当り,十分な検討を加えるとともに問題点及び疑

義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 

2．業務の手順 

(1) 業務は十分協議打合せの後施行するものとする。 

(2) 管理技術者は,主要な打合せには必ず出席しなければならない。 

(3) 打合せには議事録をとり,内容を明確にして提出しなければならない。 

3．現地踏査 

現地踏査は計画対象区域のみならず,区域外であっても関連のある地区につい

ては,地形及び排水系統等について十分な踏査を行わなければならない。 

4．調査及び計画 

受注者は,発注者より提供した資料,受注者が調査収集した資料及び関係者の

打合せ結果等を十分検討した後,標準業務内容に基づいて汚水処理施設整備構

想を作成するものとする。 

5．まとめと照査 

作業項目における方針の確定・確認ならびに作業内容の照査を行う。 

 

第 7302 条 提出図書 

1．提出図書 

成果品の提出部数は,次のとおりとする。 

・汚水処理施設整備構想説明書  A4 ワープロ製本  3 部 

・その他関係図書 

・打合せ議事録 

 

第 7303 条 参考図書  

1. 参考図書 

業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

(1) 下水道事業の手引(下水道新技術推進機構) 

(2) 下水道計画の手引(全国建設研修センター) 

(3) 効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想策定マニュアル(案) 
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(国土交通省下水道部)  

(4) 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説 (日本下水道協会) 

(5) 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会) 

(6) 下水道維持管理指針(日本下水道協会)  

(7) 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会) 

(8) 下水道事業におけるコスト縮減の取り組みについて(日本下水道協会) 

(9) 下水道事業における費用効果分析マニュアル(案)(日本下水道協会) 

(10)公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(国土交通省) 

(11)町村下水道着手マニュアル(日本下水道協会) 

(12)バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル(国土交通省下水道部) 

(13)高度処理施設設計マニュアル(案)(日本下水道協会) 

(14)下水道収支分析モデルの作成について(日本下水道協会) 

(15)新都市計画の手続(都市計画協会) 

 

 

第２節 特記仕様書（案） 

第 7304 条 特記仕様書（案） 

1．特記仕様書の適用範囲 

本仕様書は,本仕様書に示す事項に従い都道府県構想のもととなる汚水処理施

設整備構想策定に必要な図書の作成業務。 

2.業務の内容 

業務の内容は，下記のとおりとする。 

(1)行政人口：   人（内既整備人口   人） 

(2）現在の全体計画区域：  ha（内既整備区域   ha） 

      ※区域は別添図のとおり 

(3)汚泥処理の方針作成作業：（あり・なし） 

(4)維持管理の方針作成作業：（あり・なし） 

3．その他特記事項 

 

 

第３節 標準業務内容（案） 

第 7305 条 標準業務内容（案） 
作業項目 作業内容 

区分 作業の範囲 

1．基本作業の確認 基本事項の確認及び要

望事項の確認 

作業方針の確認，上位計画（都道府県構想）内容の確認，作業スケ

ジュールの確認，将来フレーム想定年次の設定 

2．基礎調査 

2－1 現地調査 

 

地域特性の把握 

 

道路状況，河川水路状況，家屋の状況等 

2－2 資料収集整理 下水道等事業の現状と

各種計画の策定状況 

流域別下水道整備総合計画調査計画図書,下水道全体計画図書,下水

道事業認可計画図書,農業集落排水整備計画図書,漁業集落排水整備
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人口の現状と見通し 

 

水環境の現況 

土地利用の現況と見通

し 

 

計画図書,生活排水処理基本計画図書,生活排水対策推進計画図書,

前回の汚水処理施設整備構想,バイオリソッド利活用基本計画等の

資料収集 

下水道等の全体計画区域,既整備区域,終末処理場の位置・処理方

式・処理能力・処理人口・処理水量,既設処理場および管渠の建設

費・維持管理費,下水処理場等の汚泥処理状況等の整理 

国勢調査,住民基本台帳等(学校区,字等単位の人口,世帯数が確認で

きるもの),県・市町村長期総合計画,流域別下水道整備総合計画 

公共用水域の水質,水利用の現況 

学校区・宇界(人口等の推計単位)等,都市計画区域,DID 地区,市街

化区域,市街化調整区域,用途地域,農業振興地域,主要な事業所(事

業種別,規模等),主要な観光地(宿泊・日帰り客数等),主要な公共施

設計画(建築用途,規模等)主要な開発計画(開発の種別,時期・規模

等)都市計画マスタープラン,土地利用計画(市町村長期総合計画等) 

2－3 構想に用いるフレ

ーム値等の予測 

将来人口（注１） 

将来家屋数 

計画汚水量原単位 

字界等の区域単位による将来フレーム想定年次の将来人口推計 

将来フレーム想定年次の将来世帯数または世帯構成人員の予測 

水使用の実態に即した計画汚水量原単位の設定 

2－4 まとめと照査 作業項目における方針

の確定・確認と照査 

「基礎調査」における方針の確定・確認と作業内容の照査 

3．検討単位区域の設定 

3－1 既整備区域等の把

握・設定 

 

整備区域等の把握 

 

周辺家屋の取り込み検

討 

 

下水道等の既整備区域,DID 地区等を基にした既整備区域等の設定 

家屋間限界距離等の算定,既整備区域等の周辺家屋についての経済

性を基にした取り込み検討(最新の住宅地図等参照) 

3－2 既整備区域等以外の

検討単位区域の設定 

 

検討単位区域の設定 

家屋間限界距離等の算定，検討単位区域の設定（最新の住宅地図等

参照） 

3－3 まとめと照査 作業項目における方針

の確定・確認と照査 

「検討単位区域の設定」における方針の確定・確認と作業内容の照

査 

4．処理区域の設定 

4－1 集合処理・個別処理

の判定 

 

検討単位区域毎の将来

人口等の設定 

 

検討単位区域ごとの将来人口・将来家屋数の設定, 

学校・事業所・工場等排水量の人口,家屋数換算及 

び加算 

既存汚水処理施設の状

況の把握 

下水道,集落排水施設,合併処理浄化槽等既存汚水処理施設の状況把

握(能力,稼動実績・見込み,老朽度合い,改築見込み等) 

経済性を基にした集合

処理・個別処理の判定 

検討単位区域ごとに経済性に基づく判定表を作成 

し,集合処理,個別処理の判定 

4－2 集合処理区域等の設

定 

集合処理区域（既整備

区域等含む）と個別処

理区域との接続検討 

集合処理が有利と判定された区域に個別処理と判定された区域を接

続した場合の経済性検討 

既整備区域等に個別処理と判断された区域を接続するる場合の経済

性検討 

(接続ルート沿い家屋の取り込み検討を含む) 

集合処理区域（既整備

区域等含む）同士の接

続検討 

集合処理区域同士の接続検討 

既整備区域等と他の集合処理区域の接続検討 

(接続ルート沿い家屋の取り込み検討を含む) 

地域特性，住民の意向

等を考慮した集合処理

区域等の設計 

経済性比較の他,地域特性・住民意向等を考慮した総合的判断によ

る集合処理区・個別処理区の設定 

4－3 まとめと照査 作業項目における方針

の確定・確認と照査 

「処理区域の設定」における方針の確定・確認と作業内容の照査 

5．整備手法の選定 

5－1 整備手法の選定 

 

整備手法の選定 

 

既計画等での事業種別，各事業の採用択基準，汚泥処理・維持管理

の集約化方針等を勘案した整備手法（＝適用する事業の種別）の選

定 

5－2 事業間連携の検討 事業間連携の検討 効率的な汚水処理施設の整備・管理に向けた事業間連携の検討 

5－3 まとめと照査 作業項目における方針

の確定・確認と照査 

「整備手法の選定」における方針の確定・確認と作業の内容の照査 

6．汚泥処理の方針 

（注２） 

6－1 汚泥処理の現況と計

画の整理 

 

 

汚泥処理の現況と計画

の整理 

 

 

公共下水道及びその他の下水道等事業に関して,既計画処理場の現

況,将来計画(汚泥処理方式,処理能力等),し尿処理場の現況・将来

計画(処理方式,処理能力,収集範囲等),浄化槽の現況(単独,合併方

式別設置基数等),汚泥処分地の現況と計画を調査・整理 
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6－2 汚泥処理方針の検討 発生汚泥量の算出 

汚泥処理システムの設

定 

集合処理,個別処理の発生汚泥量の算出 

 

汚泥を集約しない場合の費用(建設費・維持管理費),集約する場合

の費用(建設費・維持管理費・輸送費)の算定 

事業化の際に集約化を検討すべき範囲の把握 

汚泥処理費用の算出 各市町村での汚泥処理に要する建設費，維持管理費の算出 

6－3 まとめと照査 作業項目における方針

の確定・確認と照査 

「汚泥処理の方針」における方針の確定・確認と作業内容の照査 

7．維持管理の方針 

7－1 維持管理の現況と計

画の整理 

 

維持管理の現況と計画

の整理 

 

施設概要(処理方式,処理能力,汚泥処理の有無等),維持管理体制(直

営又は委託,常駐又は無人,管理部門別人員数,巡回頻度,巡回人員数

等)の調査・整理 

7－2 維持管理方針の検討 維持管理システムの設

定 

巡回監視，遠方監視制御の設定 

維持管理人員の算定 維持管理システムに必要な人員数の算出 

7－3 まとめと照査 作業項目における方針

の確定・確認と照査 

「維持管理の方針」における方針の確定・確認と作業内容の照査 

8．段階的整備の方針 

8－1 市町村の整備スケジ

ュール 

 

整備スケジュールの検

討 

 

事業実施優先度の検討,概算事業費の算定,下水道経営の長期見通し

を踏まえた実施可能事業量の検討,効率性,公平性を考慮した整備方

針の設定,整備スケジュールのとりまとめ 

8－2 まとめと照査 作業項目における方針

の確定・確認と照査 

「段階的整備の方針」における方針の確定・確認と作業内容の照査 

9．住民の意向の把握 

（注 3） 

住民意向の把握・反映 住民の意向の把握・反映するための基礎資料(汚水処理施設整備構

想検討概要書,各種整備手法の位置図等)作成 

10．図書作成及び報告書

作成 

汚水処理施設整備構想

説明の作成 

その他関係図書の作成 

打合せ議事録の作成 

構想全般についての計画概要の取りまとめ 

 

行政区域全域における各種整備手法の位置図等 

11．計画協議 発注者との計画協議  

注 1:2-3 項の「構想に用いるフレーム値等の予測」ではコーホート要因法による将来人口の独自推計は,含まない。 

注 2:6 項の「汚泥処理の方針」では,バキューム車輸送による汚泥脱水施設の集約化を主体に事業化の際に集約化を検討す

べき範囲の把握までとし,その他の集約方法(移動脱水車,送泥管など)検討や,送泥施設・受入施設検討などは,含まない。 

注 3:9 項の「住民の意向の把握」では,住民意向把握のための説明会・委員会等の出席やアンケート調査に係る資料作成・

収集整理は,含まない。 

 

参考 

都道府県が行う作業には,次表のものがある。 

はじめの数宇は,標準業務内容の,該当部分を示す。 

 
6 汚泥処理の事業間連携の検討 汚泥処理の事業間連携の検討 都市間及び事業間連携による広域的な汚

泥処理方針に関するケーススタディー検

討 

7 広域監視等の都市間連携の検討 広域監視等の都市間連携の検討 都市間の維持管理協力体制についてのケ

ーススタディ一検討 

8 広域的に見た段階的整備方針の検

討 

広域的に見た段階的整備方針 事業実施順位の検討,概算事業費の算定,

整備方針の設定,整備スケジュールのと

りまとめ 
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第４章 下水道管渠耐震診断調査 

 

第１節 標準仕様書（案） 

第 7401 条 調査 

1．資料収集 

簡易診断業務においては,耐震性能の概略の把握に必要な資料,詳細診断業務

においては,耐震計算に必要な資料,詳細設計業務においては,設計計画及び各

種計算に必要な資料を収集しなければならない。 

これら業務上必要な管渠資料,地盤資料,防災・利水資料,地下埋設物及びその

他の支障物件(電柱,架空線等)については,関係官公庁,企業者等において将来

計画を含め十分調査しなければならない。 

(1) 管渠資料 

下水道台帳,竣工図書,設計図書及び老朽度調査記録等に基づき,管渠諸元

の整理及び構造諸元・埋設環境の整理をしなければならない。 

(2) 地盤資料 

土質調査資料,広域地質図等に基づき,地盤諸元を整理しなければならな

い。 

地質データを収集する場合は,簡易診断では20haに1点程度,詳細診断では

路線1,000mにつき3点程度,詳細設計では対象施設簡所の地質データを収

集・整理しなければならない。 

(3) 防災・利水資料 

過去の地震被害・浸水被害状況,地域防災計画及び水道水源・農業用水等

の利水状況を調査しなければならない。 

(4) その他関連資料 

地下埋設物台帳及びその他支障物件,管渠改築更新事業計画,合流改善対

策事業計画,浸水対策事業計画等の関連資料ならびにその他必要な資料を

収集し,確認しなければならない。 

 

2．現地踏査 

特記仕様書に示された調査・設計対象区域について踏査し,地勢,土地利用,道

路状況,水路状況,支障物件等現地を十分に把握しなければならない。 

簡易診断業務においては,調査対象区域内の代表的なマンホールについて路上

からの目視観察を行い,詳細診断業務においては,耐震計算を行うマンホールに

ついて管口を含む内部の目視観察を行って,状況を確認しなければならない。
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詳細設計においては,交通規制,支障物件,その他の施工条件等の調査を行わな

ければならない。 

3．地下埋設物調査 

詳細設計においては,特記仕様書に示された設計対象区域について,水道,下水道,

ガス,電気,電話等地下埋設物の種類,位置,形状,深さ,構造等をそれらの管理者

が有する資料と照合し,確認しなければならない。 

4．公私道調査 

詳細設計においては,道路,水路等について公図並びに土地台帳により調査確

認しなければならない。 

5．現地作業 

詳細設計においては,特記仕様書に示された設計対象区域について,管路およびマ

ンホールの構造・寸法,底高,耐震補強位置の横断測定,耐震補強位置の目視観

察(腐食,浸入水,ひび割れ等)を行わなければならない。ただし,ＴＶカメラ調

査,劣化試験,コンクリート強度試験等の特殊機材を必要とする作業は,別途業

務とする。 

 

 

第 7402 条 耐震診断調査等一般 

1．打合わせ 

(1) 業務の実施に当って,受注者は係員と密接な連絡を取り,その連絡事項を

そのつど記録し,打合わせの際,相互に確認しなければならない。 

(2) 耐震診断調査等業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて,受注者と

発注者は打合わせを行うものとし,その結果を記録し,相互に確認しなけれ

ばならない。 

 

2．調査・設計基準等 

調査・設計に当っては,発注者の指示する図書及び本仕様書第 7408 条参考図

書に基づき,調査,設計を行う上でその基準となる事項について発注者と協議の

上,定めるものとする。 

3. 調査・設計上の疑義 

調査・設計上疑義の生じた場合は,係員との協議の上,これらの解決にあたら

なければならない。 

4．調査・設計の資料 

耐震診断調査における評価,設計の計算根拠,資料等はすべて明確にし,整理し

て提出しなければならない。 

5．事業計画図書の確認 
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受注者は,第 7401 条調査の各項の調査等と併せて,設計対象区域にかかる事業

計画図書の確認をしなければならない。 

6．参考資料の貸与 

  発注者は,業務に必要な防災計画図書,下水道事業計画図書,土質調査書,測量

成果書,在来管資料,道路台帳,地下埋設物調査,下水道標準構造図等の資料を所

定の手続によって貸与する。 

7．参考文献等の明記 

業務に文献,その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記しなけれ

ばならない。 

8．耐震診断(簡易診断),耐震診断(詳細診断)及び耐震設計(詳細設計) 

(1) 業務の内容は耐震診断(簡易診断),耐震診断(詳細診断)及び耐震設計(詳

細設計)に分ける。 

(2)耐震診断(簡易診断)とは,詳細診断の要否,優先順位を判定するのに必要

な資料の収集・整理,現地確認(目視)を行い,原設計条件を照査し,路線ご

との概ねの耐震性能を定性的に評価する業務をいう。 

(3)耐震診断(詳細診断)とは,耐震補強が必要な施設を判定するのに必要な資

料の収集・整理,現地確認(目視)を行い,想定地震動に対する既設管渠の耐

震計算を行い,耐震性能を定量的に評価する業務をいう。 

(4)耐震設計(詳細設計)とは,耐震性を考慮した耐震対策工法を選定し,対象

施設の耐震詳細設計を行う業務をいう。 

 

 

第 7403 条 耐震診断(簡易診断) 

1． 重要な幹線等の設定 

重要な幹線等とその他の管路の区分設定を行わなければならない。既に区分

設定がなされている場合は,資料収集等の調査結果に基づいて区分設定の確認

を行い,必要に応じて見直しを行わなければならない。 

2．耐震性能の定性的評価 

管渠資料，地盤資料，防災資料等のデータに基づき,管渠布設年度・管径・施

工法の把握,管渠等の変状履歴の把握及び液状化検討等を行い，総合的に管路

施設の耐震性能の定性的評価を行わなければならない。 

3．優先順位の判定 

管路施設の重要度,耐震性能の定性的評価及び管渠流下能力,被災履歴等の緊

急性並びに管渠改築更新事業計画,浸水対策事業計画等の関連事業計画を考慮

して,詳細診断実施路線の選定に必要な優先順位の判定を行わなければならな

い。 

4. 詳細診断の範囲検討 
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優先順位の判定結果に基づき,耐震性能の定量的評価を行う詳細診断が必要な

施設を抽出し,路線延長及びマンホール箇所数等を算出しなければならない。

また,詳細診断に必要な調査内容の検討を行い,補足調査の必要がある場合は,

具体的な調査項目及び調査数量を算出しなければならない。 

5．簡易診断調査図の作成 

主要な調査図は,下記により作成することとし,図面完成時には,係員の承認を

受けなければならない。 

(1) 位置図 

位置図(S＝1/10,000～1/30,000)は,地形図に調査区域又は調査区間及び

処理区界と名称,幹線の位置及び名称,処理施設及びポンプ施設の位置及び

名称等を記入する。 

(2) 基礎調査図 

基礎調査図(S=1/10,000～1/30,000)は,基礎調査において収集した管渠資

料,地盤資料,防災・利水資料,その他関連資料等を整理して集成する。 

(3) 重要な幹線等設定図 

重要な幹線等設定図(S=1/10,000～1/30,000)は,重要な幹線等とその他の

管路の区分が明確に判断できるように記入する。 

(4) 優先順位判定図 

優先順位判定図(S=1/10,000～1/30,000)は,優先順位が判別できるように

識別して記入する。 

(5) 詳細診断範囲図 

詳細診断範囲図(S=1/2,500)は,詳細診断対象管渠の位置及び名称,管径,

勾配,区間距離等を記入する。 

6．報 告 書 

報告書は,当該調査に係るとりまとめの概要書を作成するものとし,その内容

は,位置,調査の目的,簡易調査の概要,基礎調査,重要な幹線等の設定,耐震性能

の定性的評価結果,優先順位の判定,詳細診断の範囲検討等を集成するものとす

る。 

 

第 7404 条 耐震診断(詳細診断) 

1．耐震性能の定量的評価 

管渠資料,地盤資料,老朽度調査記録等のデータに基づき,管路施設の耐震計算

を行い,耐震性能の定量的評価を行わなければならない。耐震計算は,原則とし

て応答変位法により,下記の内容により行わなければならない。 

(1) レベル1の場合 

液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の計算

(地震動による屈曲角・抜出し量),マンホール本体の計算。 
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(2) レベル1及びレベル2の場合 

液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の計算

(地震動による屈曲角・抜出し量及び地盤の永久ひずみによる抜出し量),

管渠本体の計算,マンホール本体の計算,側方流動の検討,液状化層厚と沈

下量(沈下に伴う屈曲角・抜出し量等),地盤急変化部,急曲線等の特殊条件

における計算。 

2．耐震補強必要箇所の抽出 

耐震計算の結果,耐震性能が不足すると評価された施設については,補強すべ

き具体的部位及び補強内容を拍出し,整理しなければならない。また,詳細設計

に必要な設計内容の検討を行い,補足調査の必要がある場合は,具体的な調査項

目及び調査数量を算出しなければならない。 

3．耐震補強対策の検討 

耐震補強必要箇所については,補強対策の概略検討,概算工事費の算出及び段

階的対策計画を検討しなければならない。 

(1) 耐震対策の概略検討 

屈曲角,抜出し,耐力,液状化時の浮上・沈下等に対する耐震補強方法・耐

震補強構造を概略比較により選定する。 

(2) 耐震対策の概算工事費の算出 

耐震補強方法・耐震補強構造に対する概算工事費を算出する。 

(3) 耐震対策事業計画の作成 

段階的な対策計画を検討し,年度別事業計画及び実施工程表を作成する。 

4．詳細診断調査図の作成 

主要な調査図は,下記により作成することとし,図面完成時には,係員の承

認を受けなければならない。 

(1) 位置図 

位置図(S=1/10,000～1/30,000)は,地形図に詳細調査区間を記入する。 

(2) 調査対象路線図 

調査対象路線図(S=1/2,500)は,事業計画において作成した施設平面図に

基づいて詳細調査区間の区間番号,形状,管径,勾配,区間距離,幹線・排水

区又は処理区等の名称を記入する。 

(3) 耐震補強対策平面図 

耐震補強対策図(S=1/500)は,施設平面図又は下水道台帳と同一記号を用

いて,管渠の位置,区間番号,形状,管径,勾配,区間距離,補強対策案等を記

入する。 

(4) 耐震補強対策概略構造図 

概略構造図(S=1/50～1/100)は,発注者の下水道標準構造図によるものは

作成を要しないが,耐震補強対策として特に構造図を必要とするものにつ

いて概略の形状図を作成する。 
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5． 報 告 書 

報告書は,当該調査に係るとりまとめの概要書を作成するものとし,その内容

は,位置,調査の目的,詳細診断の概要,基礎調査,耐震性能の定量的評価結果,耐

震計算書,耐震補強方法・耐震補強構造の検討,概算工事費,耐震対策事業計画,

詳細設計の箇所・内容等を集成するものとする。 

 

 

第 7405 条 耐震設計(詳細設計) 

1． 設計計画 

詳細診断結果に基づく耐震対策工法の選定については,施工箇所の状況,その

他関係資料等を考慮の上,工事の難易,経済性,工期等についての検討を行い,発

注者と十分打合せの上,選定しなければならない。 

なお,特定の材料,工法又は特許に関するものを採用する場合は,その見本又は

説明書を発注者に提出し,協議しなければならない。 

また,地下埋設物,管渠継手,マンホール内のブロック境界,ステップ位置等を

プロットし,概略の補強計画図を作成しなければならない。また,仮設及び補助

工法等が必要な場合は,仮設計画及び補助工法等の検討を行わなければならな

い。 

2．各種計算 

構造計算,仮設計算,補助工法等の計算に当っては,発注者と十分打合せの上,

計算方針を確認して行わなければならない。また,管渠内補強による場合は,流

量計算を行わなければならない。 

3． 耐震設計 

管渠資料,地盤資料,老朽度調査記録等のデータに基づき,耐震補強のための管

路施設の耐震設計を行わなければならない。耐震設計は,下記の内容により行

わなければならない。 

(1) 条件設定 

耐震基盤面,地震動レベル,設計土質定数等の地盤条件の設定及び管渠・

マンホールの構造・耐震補強構造の設定に当っては,発注者と十分打合せ

の上,設計条件を確認して行わなければならない。 

(2) 耐震計算 

耐震補強に対する必要な耐震計算項目は,対策工法の設計要領書等に基づ

いて下記の内容により整理し,原則として応答変位法により耐震計算を行

わなければならない。 

(イ)レベル 1の場合 

液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の

計算(地震動による屈曲角・抜出し量),マンホール本体の計算。 
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(ロ) レベル 1及びレベル 2の場合 

液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の

計算(地震動による屈曲角,抜出し量及び地盤の永久ひずみによる抜出

し量),管渠本体の計算,マンホール本体の計算,側方流動の検討,液状化

層厚と沈下量(沈下に伴う屈曲角・抜出し量等),地盤急変化部・急曲線

等の特殊条件における計算。 

4．設計図の作成 

主要な設計図は,下記により作成することとし,図面完成時には係員の承認を

受けなければならない。 

(1) 位置図 

位置図(S=1/10,000～1/30,000)は地形図に施工箇所を記入する。 

(2) 系続図 

系統図(S=1/2,500)は,地形図に設計区間を記入する。 

(3) 平面図 

平面図(S=1/500)は,測量による平面図及び道路台帳に基づいて,設計区間

の占用位置,マンホール及び立坑の位置・管渠の区間番号,形状,管径,勾配,

区間距離及び管渠の名称等を記入する。 

(4) 詳細平面図 

詳細平面図(S=1/50～1/100)は主要な地下埋設物さくそう箇所,重要構造

物近接箇所及び河川,鉄道,国道等横断箇所等特に詳細図を必要とし,係員

が指示する場合に平面及び横断図を作成する。 

(5) 縦断面図 

縦断面図(S=縦1/100,横1/500)は,平面図と同一記号を用いて次の事項を

記入する。 

管渠の位置,平面図との対照番号,形状,管径,勾配,区間距離,地盤高,管底

高,土被り,マンホールの種別及び河川,鉄道,国道等の位置と名称,流入及

び交差する管渠の位置,番号,形状,管径,管底高,主要な地下埋設物の名称,

位置,形状,寸法等及び管渠の名称等を記入する。 

(6) 横断面図 

横断面図(S=1/50～1/100)は,平面図と同一記号を用いて次の事項を記入

する。 

管渠の位置,平面図との対照番号,形状,管径,地盤高,管底高及び必要な地

下埋設物の名称,位置,形状,寸法等及び管渠の名称又は横断位置の名称等

を記入する。 

(7) 構造図 

構造図(S=1/10～1/100)は,次の要領で記入する。 

発注者の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが,耐震補強に係

る特殊な形状の管渠,マンホール及びます等特に構造図を必要とし,仕様書
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に明記されている構造図を作成する。 

なお,構造図を複数の対象施設に対して標準図形式で整理できるものは,

発注者との協議の上で標準図としてまとめることができる。 

(8) 仮設図 

仮設図(S=1/10～1/100)は,次の要領で記入する。 

仮設図は,構造図と同一記号を用いて作成する。 

設計図には,掘削幅,長さ,深さ,地盤高,床堀高及び使用する材料の位置,

名称,形状,寸法,他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲,名称等を記

入する。 

5．数量計算 

土工,管,管基礎,覆工等及び構造物,仮設,補助工法等材料別に数量を算出する。 

6. 報 告 書 

報告書は,当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし,その内容

は,設計の目的,概要,位置,設計項目,設計条件,土質条件,埋設物状況,施工方法,

工程表等を集成するものとする。 

 

第 7406 条 照 査 

1．照査の目的 

受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し,十分な比較検討を

行うことにより,業務の高い質を確保することに努めるとともに,さらに照査を

実施し,設計図書に誤りがないよう努めなければならない。 

2．照査の体制 

受注者は遺漏なき照査を実施するため,相当な技術経験を有する照査技術者を

配置しなければならない。 

3．照査事項 

受注者は,下水道施設の耐震性向上の重要性を十分に認識し,調査・設計全般

にわたり,以下に示す事項について照査を実施しなければならない。 

(1) 耐震診断(簡易診断) 

(イ)基礎調査の内容の適切性 

(ロ)重要な幹線等の設定理由の妥当性 

(ハ)診断結果の妥当性 

(ニ)優先順位の検討の適切性 

(ホ)詳細診断範囲の抽出の妥当性 

(2) 耐震診断(詳細診断) 

(イ)基礎調査の内容の適切性 

(ロ)耐震計算結果の妥当性 

(ハ)耐震補強方法・耐震補強構造の選定結果の妥当性 
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(ニ)概算工事費・耐震対策事業計画の適切性 

(ホ)詳細設計箇所・内容の適切性 

(3) 耐震設計(詳細設計) 

(イ)耐震補強方法・耐震補強構造の妥当性 

(ロ)耐震計算等各種計算書の適切性 

(ハ)各種計算書と設計図の整合性 

 

第 7407 条  提出図書 

1. 提出図書 

提出図書は次項により,提出しなければならない。 

2. 耐震診断調査関係提出図書(簡易診断) 
図書名 縮尺 形状寸法・提出部数 

位置図 1/10,000～1/30,000 原図一式・白焼き３部 

基礎調査図 〃 〃 

重要な幹線等設定図 〃 〃 

優先順位判定図 〃 〃 

詳細診断範囲図 1/2,500 〃 

報告書  A4・3 部 

打合せ議事録  〃 

その他参考資料（下水道台帳,土質調

査資料他） 

 

 原稿一式 

 

3. 耐震診断調査関係提出図書(詳細診断) 
図書名 縮尺 形状寸法・提出部数 

位置図 1/10,000～1/30,000 原図一式・白焼き３部 

調査対象路線図 1/2,500 〃 

耐震補強対策平面図 1/500 〃 

耐震補強対策概略構造図 1/50～1/100 〃 

報告書  A4・3 部 

打合せ議事録  〃 

その他参考資料（老朽度調査記録資

料他） 

 原稿一式 

 

4. 耐震実施設計関係提出図書(詳細設計) 
図書名 縮尺 形状寸法・提出部数 

位置図 1/10,000～1/30,000 原図一式・白焼き３部 

系統図 1/2,500 〃 

平面図 1/500 〃 

詳細平面図 1/50～1/100 〃 

縦断面図 縦 1/100,横 1/500 〃 

横断面図 1/50～1/100 〃 

構造図 1/10～1/100 〃 

仮設図 1/10～1/100 〃 

計算書（耐震設計計算書を含む）  A4 又は A3・3部 

数量計算書  A4・3 部 

報告書  〃 

特記仕様書  〃 

打合せ議事録  〃 

その他資料  原稿一式 
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設計に伴って収集・調査した資料及びその他資料 

 

第 7408 条 参考図書 

1．参考図書 

業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

これ以外の図書(各種対策工法の設計要領書等)を使用する場合は,発注者の承

諾を得るものとする。 

(1) 発注者の下水道構造標準図 

(2) 発注者の道路埋設標準定規 

(3) 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会) 

(4) 下水道維持管理指針( 〃 ) 

(5) 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説( 〃 ) 

(6) 下水道管路施設設計の手引( 〃 ) 

(7) 下水道施設の耐震対策マニュアル( 〃 ) 

(8) 下水道施設の耐震対策指針と解説( 〃 ) 

(9) 下水道施設耐震計算例－管路施設編( 〃 ) 

(10)下水道推進工法の指針と解説( 〃 ) 

(11)下水道マンホール安全対策の手引き(案)( 〃 ) 

(12)水理公式集(土木学会) 

(13)コンクリート標準示方書( 〃 ) 

(14)土木工学ハンドブック( 〃 ) 

(15)トンネル標準示方書(シールド工法編)・同解説( 〃 ) 

(16)   〃   (山岳工法編)      ・ 〃 ( 〃 ) 

(17)   〃   (開削工法編)      ・  〃  ( 〃 ) 

(18)地盤工学ハンドブック(地盤工学会) 

(19)道路技術基準通達集(国土交通省) 

(20)道路構造令の解説と運用(日本道路協会) 

(21)道路土工－仮設構造物工指針( 〃 ) 

(22)道路土工－擁壁工指針( 〃 ) 

(23)道路土工－カルバート工指針( 〃 ) 

(24)共同溝設計指針( 〃 ) 

(25)道路橋示方書・同解説( 〃 ) 

(26)水門鉄管技術基準(水門鉄管協会) 

(27)改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会) 

(28)港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会) 
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第２節 特記仕様書（案） 

第 7409 条 特記仕様書（案） 

1．業務名 

2．特記仕様書の適用の範囲 

 本仕様書に示す委託対象地域において,現状を把握してうえで管渠及び付帯

構造物等の耐震性能を評価し,耐震化の必要性について調査診断を行うととも

に耐震化工事を実施するために必要な設計図,計算書,設計書等を作成する業務。 

3. 業務委託の対象 

(1) 名 称 

(2) 位 置 (別途図面のとおり) 

(3) 設計条件項目 

設計条件項目表(参考)による。 

 

設計条件項目表（その１）（参考） 
項  目 設 計 条 件 

工  期 平成 年 月 日～平成 年 月 日 

場  所  

報告書作成 有   無 

設 計 協 議 中間打合せ  回 

簡易診断 
面  積 

汚水  ha 

雨水  ha 

管渠電子化情報 有（    ）,無 

地盤電子化情報 有（    ）,無 

詳細診断 管径・工法及び延長 ○○工法 φ mm・・ ｍ 

○○工法 φ mm・・ ｍ 

特 殊 構 造 物 有無 

特殊マンホール（  基） 

マンホールポンプ場（２次製品）（  基） 

マンホールポンプ場（現場打ち）（  基） 

吐口 

その他（  ） 

耐 震 計 算 有  無 

レベル１地震動,レベル１及び２地震動 

耐震診断密度 標準,標準以外（  ） 

工法別の耐震計算 有  無 

施工法等の概略検討 有  無 

 

設計条件項目表（その２）（参考） 
項  目 設 計 条 件 

詳細診断 管径・工法及び延長 ○○工法 φ mm・・ ｍ 

○○工法 φ mm・・ ｍ 

特 殊 構 造 物 有  無 

特殊マンホール（  基） 

マンホールポンプ場（２次製品）（  基） 

マンホールポンプ場（現場打ち）（  基） 

吐口 

その他（  ） 

耐 震 計 算 有  無 

レベル１地震動,レベル１及び２地震動 

設 計 条 件 有（    ）,無 
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地 盤 条 件 有（    ）,無 

工 区 数 工 区 

 そ の 他 有（    ）,無 

注 1 管渠電子化情報は,下水道台帳等の図面情報のＣＡＤデータ又は関連する

属性データの表形式電子データの貸与が可能な場合を「有」として,貸与

可能な電子化情報を記入する。 

2 地盤電子化情報は,液状化マップ,地層想定図,土質柱状図,主要な地層断面

想定図等の CAD データ又は関連する属性データの貸与が可能な場合を

「有」として,貸与可能な電子化情報を記入する。 

3 耐震計算密度は,管路の路線延長 1,000m 当り 3断面程度,標準マンホール 3

箇所程度を標準とする。これによりがたい場合は,標準以外として具体的に

記入する。 

4 設計条件は,設計対象地区の現地状況として,主として設計区間の大部分が

商業地域又は密集市街地,郊外地域で,道路交通,地上地下支障物件,家屋,作

業スペース等の条件により,検討業務割合の増減を考慮する必要がある場合

を「有」 として,考慮すべき条件を記入する。 

5 地盤条件は,以下条件に当てはまる場合「有」とし,考盧すべき条件を記入

する。 

・開削工法にあっては,基礎構造,仮設工法の検討業務割合が大きい場合 

・特珠な補助地盤改良工を検討する場合 

[解説] 

・設計条件項目表(参考)中の耐震計算「有/無」については,「下水道施設の耐

震対策指針と解説」及び「下水道施設耐震計算例－管路施設編－」(ともに日

本下水道協会)を参考にしてください。 

 

 

第３節 標準業務内容（案） 

第 7410 条 標準業務内容（案） 

（イ）耐震診断（簡易診断） 
作業項目 作業内容 

区分 作業の範囲 

1．基礎調査   

1-1 管渠情報収集・整理 耐震性能の大まかな把握に

必要な資料収集 

下水道台帳・竣工図書,設計図書等からの管渠諸元の整理 

1-2 地盤情報収集・整理 土質柱状図・広域地質図その他必要な資料の収集及び確認 

1-3 防災・利水情報収集・

整理 

 過去の地震被害・浸水被害,地域防災計画の調査,水道水源・農業用水

等の利水状況の調査 

1-4 関連情報収集・整理  管渠改築更新計画・合流改善対策計画・浸水対策計画等の関連情報の

収集及び整理 

1-5 現地踏査 現場状況の調査 耐震性能が低い施設周辺を主体にした土地利用,道路状況,代表的なマ

ンホール(路上から)の目視観察 

２．重要な幹線等の設定 重要な幹線等・その他管路

の設定 

基礎調査に基づく区分設定又は見直し 

３．耐震性能の定性的評価 簡易診断 老朽度・地盤状況・防災情報・利水情報等の各種状況を総合的に勘案
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した耐震性能の定性的評価 

４．詳細診断の優先順位の

判定 

 管路施設の重要度,耐震性能の定性的評価,流下能力・各種の被災履歴

等,緊急性及び関連事業計画を考慮した優先順位付け 

５．詳細診断の範囲検討及

び追加調査の検討 

詳細診断計画 詳細診断が必要な管路施設の抽出及び詳細診断に必要な調査内容の検

討 

６．照査  基礎調査の内容,重要な幹線等の設定理由,耐震性能の評価・詳細診断

の優先順位・詳細診断の抽出・追加調査の内容に関する妥当性 

７．報告書作成  検討概要,基礎調査,重要な幹線等の設定,診断結果,優先順位の検討,

詳細診断の抽出,追加調査の内容等 

８．打ち合わせ協議 発注者との協議 診断内容の協議 

 

（ロ）－ａ 耐震診断（詳細診断） 
作業項目 作業内容 

区分 作業の範囲 

1．基礎調査   

1-1 管渠情報収集・整理 耐震計算に必要な資料収

集・整理 

竣工図書・設計図書・老朽度調査記録等に基づく構造諸元・埋設環境

の整理 

1-2 地盤情報収集・整理 土質資料からの地盤諸元の整理 

1-3 現地踏査 現場状況の調査 土地利用,道路状況,耐震計算を行うマンホール内部 

(管口を含む)の目視観察 

2．耐震計算による性能の定

量的評価（応答変位法） 

詳細診断 基礎調査に基づく耐震計算,施設ごとの耐震性能の定量的評価(約

1,000m に 3 断面,標準マンホール 3 箇所) 

（レベル１の場合） 液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の

計算(地震動による屈曲角・抜出し量),マンホール本体の計算 

（レベル１及びレベル２の

場合） 

液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の

計算(地震動による屈曲角・抜出し量及び地盤の永久ひずみによる抜

出し量),管渠本体の計算,マンホール本体の計算,側方流動の検討,液

状化層厚と沈下量(沈下に伴う屈曲角・抜出し量等),地盤急変化部・

急曲線等の特殊条件における計算 

3．耐震補強必要箇所の抽出  補強すべきマンホール及び管路,具体的な部位,補強内容の抽出・整理 

4．耐震補強対策の検討   

4-1 耐震対策の概要検討 補強方法・補強構造の選定 屈曲角,抜出し,耐力(強度),液状化時の浮上・沈下等に対する耐震補

強方法・耐震補強構造の立案と概略比較による選定 

4-2 耐震対策の概算工事費

算出 

概算工事費の算出 耐震補強方法・耐震補強構造に対する概算工事費の算出 

4-3 耐震対策事業計画の作

成 

段階的対策計画の策定 年度別事業計画の検討,実施工程表の作成 

5．照査  基礎調査の内容,耐震計算結果,耐震補強方法・耐震補強構造の選定結

果・概算工事費・事業計画,詳細設計の箇所・内容に関する妥当性 

6．報告書作成  検討概要,基礎調査,診断結果・計算書,耐震補強方法,耐震補強構造の

検討・概算工事費・事業計画,詳細設計の箇所・内容,追加調査の内容

等 

7．打合せ協議 発注者との協議 診断内容の協議 

 

（ロ）-b 耐震診断（詳細診断）特殊構造物 
作業項目 作業内容 

区分 作業の範囲 

1．基礎調査   

1-1 特殊構造物情報収集・

整理 

特殊構造物の耐震計算に必

要な資料収集・整理 

竣工図書・設計図書・老朽度調査記録等に基づく構造諸元・地盤諸元

の整理 

1-2 現地踏査 現場状況の調査 土地利用,道路状況,マンホール内部(管口を含む)の目視観察 

2．耐震計算による性能の定

量的評価 

詳細診断 基礎調査に基づく耐震計算,特殊構造物の耐震性能の定量的評価 

（レベル１の場合） 液状化の判定,特殊構造物と管渠の接続部の計算(地震動による屈曲

角・抜出し量),特殊構造物本体の計算 

（レベル１及びレベル２の

場合） 

液状化の判定,特殊構造物と管渠の接続部の計算(地震動による屈曲

角・抜出し量),特殊構造物本体の計算 

3．耐震補強対策の検討  基礎調査と耐震計算の結果に基づいた耐震補強対策の概略比較検討 

3-1 耐震対策の概略検討 補強方法・補強構造の選定 特殊構造物と管渠の接続部の屈曲角・抜出し,応力度,耐震補強方法,
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耐震補強構造の立案と概略比較による選定 

3-2 耐震対策の概算工事費

算出 

概算工事費の算出 耐震補強方法,耐震補強構造に対する概算工事費の算出 

4．照査  基礎調査の内容,耐震計算結果,耐震補強方法・耐震補強構造の選定結

果・概算工事費,詳細設計の内容に関する妥当性 

5．報告書作成  検討概要,基礎調査,診断結果・計算書,耐震補強方法・耐震補強構造

の検討・概算工事費・事業計画,詳細設計の箇所・内容,追加調査の内

容等 

6．打合せ協議 発注者との協議 診断内容の協議 

 

（ハ）-a 耐震設計（詳細設計） 

作業項目 
作業内容 

区分 作業の範囲 

1．調査   

1-1 資料収集  竣工図書・設計図書・老朽度調査記録・土質資料等の耐震計算に必

要な資料,地下埋設物台帳及びその他支障物件,その他必要な資料の

収集及び確認 

1-2 公私道調査 台帳調査 公道,私道の調査 

1-3 現地踏査 現場状況の調査 交通規制,支障物件,その他の施工制約条件等の調査 

1-4 現地作業  マンホール形状・深さ,管渠管底高さ等の測定,横断の測定(耐震補強

位置),耐震補強位置の目視観察(腐食・浸入水・ひび割れ等) 

2．設計計画 耐震補強方法・耐震補強構造,

仮設・補助工法の計画 

地下埋設物・管渠継手・マンホールのプロツク種別・ステップ位置

等のプロット,概略補強計画図の作成,仮設・補助工法等の設計 

3．各種計算  流量計算(管路内の補強による場合),構造計算,仮設・補助工法等の

計算,工程計算 

4．耐震設計   

4-1 条件設定  地盤条件(耐震基盤面,地震動レベル,設計土質定数等),管渠とマンホ

ールの構造条件による耐震補強構造の設定 

4-2 耐震計算（応答変位

法） 

（レベル１の場合） 液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の

計算(地震動による屈曲角・抜出し量),マンホール本体 

（レベル１及びレベル２の場

合） 

液状化の判定,マンホールと管渠の接続部及び管渠と管渠の継手部の

計算(地震動による屈曲角・抜出し量及び地盤の永久ひずみによる抜

出し量),管渠本体の計算,マンホール本体の計算、側方流動の検討,

液状化層厚と沈下量,地盤急変化部・急曲線等の特殊条件における計

算 

5．設計図作成  位置図,平面図,縦断面図,構造図等の作成 

6．数量計算  耐震補強工,仮設・補助工法等の数量計算 

7．照査  耐震補強方法・耐震補強構造の妥当性,耐震計算等各種計算書の適切

性,各種計算書と設計図の整合性に対する照査 

8．報告書作成  まとめ,設計概要書作成・(目的・概要・位置、設計項目,設計条件,

地盤条件,設計フローチャート,設計結果等) 

9．打合せ協議 発注者との協議 設計内容の協議 

 

（ハ）-b 耐震設計（詳細設計）特殊構造物 

作業項目 
作業内容 

区分 作業の範囲 

1．調査   

1-1 資料収集  竣工図書・設計図書・老朽度調査記録・土質資料等の耐震計算に必

要な資料,地下埋設物台帳及びその他支障物件,その他必要な資料の

収集及び確認 

1-2 現地踏査 現場状況の調査 交通規制,支障物件,その他の施工制約条件等の調査 

1-3 現地作業  特殊構造物形状・深さ,管渠管底高さ等の測定,横断の測定(耐震補強

位置),耐震補強位置の目視観集(腐食・浸入水・ひび割れ等) 

2．設計計画 耐震補強方法・耐震補強構造,

仮設・補助工法の計画 

地下埋設物,管渠継手・特殊構造物のブロック種別・ステップ位置等

のプロット、概略補強計画図の作成,仮設・補助工法等の設計 

3．各種計算  構造計算,仮設・補助工法等の計算,工程計算 

4．耐震設計   

4-1 条件設定  地盤条件(耐震基盤面、地震動レベル、設計土質定数等)、特殊構造
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物と管渠の構造条件による耐震補強構造の設定 

4-2 耐震計算 （レベル１の場合） 液状化の判定,特殊構造物と管集の接続部の計算(地震動による屈曲

角・抜出し量),特殊構造物本体の計算 

（レベル１及びレベル２の場

合） 

液状化の判定,特殊構造物と管渠の接続部の計算(地震動による屈曲

角・抜出し量),特殊構造物本体の計算 

5．設計図作成  位置図,平面図,構造図等の作成 

6．数量計算  耐震補強工,仮設・補助工法等の数量計算 

7．照査  耐震補強方法・耐震補強構造の妥当性,耐震計算等各種計算書の適切

性,各種計算書と設計図の整合性に対する照査 

8．報告書作成  まとめ,設計概要書作成(目的・概要・位置、設計項目,設計条件,地

盤条件,設計フローチャート,設計結果等) 

9．打合せ協議 発注者との協議 設計内容の協議 
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第 5 章 下水道終末処理場・ポンプ場耐震診断調査 

 

第１節 標準仕様書（案） 

第 7501 条 耐震診断一般 

1. 一般事項 

(1)業務の実施に当って,受注者は発注者と密接な連絡を取り,連絡事項はそ

のつど記録し,打合せの際,相互に確認しなければならない。 

(2)業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて,発注者と受注者は打合せを

行うものとし,その結果を記録し,相互に確認しなければならない。 

2. 耐震診断基準等 

耐震診断に当っては,発注者の指定する図書及び本仕様書第 7506 条の図書を

参考にして,業務を行わなければならない。 

3. 耐震診断上の疑義 

耐震診断上の疑義が生じた場合は,発注者と受注者の協議により,疑義の解消

を図るものとする。 

4. 耐震診断の資料  

耐震診断における評価及び計算の根拠,資料等はすべて明確にし,整理して提

出しなければならない。 

5. 参考資料の貸与 

発注者は,業務に必要な防災計画図書,下水道事業計画図書,設計図書,完成図書,

下水道施設維持管理記録,測量,土質調査及び劣化調査資料等を所定の手続によっ

て貸与する。 

6. 参考文献等の明記 

業務に文献,その他の資料を引用した場合は,その文献及び資料名を明記しな

ければならない。 

7. 耐震診断(簡易診断)及び耐震診断(詳細診断) 

(1)業務の内容は耐震診断(簡易診断)及び耐震診断(詳細診断)に分ける。 

(2)耐震診断(簡易診断) 

資料収集,整理で得られた情報と現地調査(目視確認)に基づき原設計条件

を照査し,対象ポンプ場,処理場と場内の施設(構造物,設備)の耐震性を定

性的に評価する。評価結果に基づき,緊急な耐震対策及び詳細診断の要否

とその実施順位を検討し,取りまとめる。 

(3)耐震診断(詳細診断) 

簡易診断結果等に基づき,実態に即した計算入力条件を設定のうえ,各種

計算等により構造物,設備の耐震性を定量的に評価する。評価結果に基づ
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き,耐震補強計画を策定する。 

 

第 7502 条 耐震診断（簡易診断） 

耐震診断(簡易診断)業務は,次の事項の作業を行い,報告書としてまとめなけれ

ばならない。 

1. 着手時の確認 

(1)受注者は業務の着手に当たり,耐震診断に必要とする資料のリストを作成

し,発注者の承諾を得た後,資料の収集・整理を行い,対象とする資料の有

無及び保存状態等について,資料リストに記録する。 

(2) 資料等に不足がある場合は,発注者と受注者は協議により,速やかに対応

を図るものとする。 

2. 収集する既存資料,図書 

(1)土木構造物及び建築構造物 

下水道事業計画図書,防災計画図書,下水道施設維持管理記録,設計図書

(設計図,構造計算書,基礎計算書,仕様書),完成図書(竣工図,コンクリート

強度試験表等の施工記録),土質調査報告書 

(2)建築設備,機械設備及び電気設備 

下水道事業計画図書,下水道施設維持管理記録,設計図書(設計図,機能計

算書,建築設備計算書),設備台帳,完成図書(竣工図,基礎ボルト及び耐震ス

トッパ等の強度計算書) 

3. 既存資料,図書より確認,整理する事項 

(1)土木構造物及び建築構造物 

①下水道計画の概要 

当該処理区及び排水区の概要(計画及び現況の面積,人口,汚水量,雨水

量),幹線系統,下水道排除方式 

②調査対象ポンプ場,処理場の概要 

名称,位置,計画能力(全体及び事業計画),現況能力,ポンプ場種類,水

処理及び汚泥処理方式,維持管理体制 

③場内主要施設の概要 

施設の名称及び個数・形状,設計年度,建設年度,供用開始年度,用途変

更履歴,被災履歴,維持管理状況(流入水量変動,負荷量変動,停電,故障及

び事故履歴) 

④周辺環境の概要 

用途地域,現況地形,用地造成等の履歴,地盤状況(土質資料の整理),排

水先及び放流先公共水域の概要(名称,管理者,利水状況,水質に関わる基

準及び規制) 

⑤発注者及び関連公共団体等の防災計画の概要 
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ポンプ場,処理場の防災計画上の位置付け及び重要度 

⑥その他診断に必要な事項 

(2)建築設備,機械設備及び電気設備 

①調査対象ポンプ場,処理場の概要 

名称,位置,計画能力(全体及び事業計画),現況能力,ポンプ場種類,水

処理及び汚泥処理方式,維持管理体制 

②場内主要設備の概要 

設備の名称及び個数・仕様,設計年度,建設年度,供用開始年度,維持管

理状況(流入水量変動,負荷量変動,停電,故障及び事故履歴) 

③その他診断に必要な事項 

4. 原設計条件の整理に係る作業 

収集した資料等に基づき次の事項を確認し,整理する。 

(1)土木構造物及び建築構造物 

①経歴及び概要(設計年度,建設年度,被災履歴,構造物概要) 

②設計基準又は適用構造規定(建築基準法施行令) 

③地盤土質条件(支持地盤の状況,液状化への考慮,耐震上の地盤面の設

定等) 

④耐震計算条件(材料の許容応力度,設計震度又はせん断力係数,荷重,構

造体のモデル化等) 

⑤基礎計算条件(杭材の許容応力度,設計震度又はせん断力係数,荷重,杭

頭接合条件等) 

(2)建築設備,機械設備及び電気設備 

①診断対象機器の抽出 

なお,建築設備の診断は,避難及び消火等の機能を果たす設備と二次災

害を引き起こす恐れの高い設備を対象とする。 

②経歴及び概要(設計年度,設置年度,仕様) 

③機能計算条件 

④強度計算書の有無及び耐震計算条件(材料の許容応力度,設計震度又は

せん断力係数,荷重等) 

5. 現地調査に係る作業 

現地調査の実施に当たっては,施設の維持管理に支障が生じないように考慮し

た調査計画書を作成し,発注者の承諾を得る。 

現地調査では,以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値)する。 

(1)土木構造物及び建築構造物 

①原設計と現況(使用状況,載荷状況,改築補修状況,被災跡) 

②躯体劣化状況(変形,亀裂,変質,剥落,錆) 
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③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④建築非構造部材状況(外観の異常,取付け状況,劣化状況) 

⑤地盤沈下および構造物沈下状況 

⑥周辺環境(周辺土地利用状況,現況地形) 

(2)建築設備,機械設備及び電気設備 

①基礎,架台等の劣化状況(基礎亀裂,変形,変色,錆) 

②機器等の設置,据付状況 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④二次災害対応状況 

建築設備:火気使用設備の地震時停止装置の有無,高置及び天井吊り設備等

の落下防止対策状況 

機械設備:防液堤内容積,中和設備の有無,緊急遮断弁の設置状況,燃料及び

用水貯留量 

電気設備:防液堤内容積,燃料及び冷却水貯留量,特殊電源設備の耐震対策

状況,主ポンプ等重要機器制御電源系統 

6. 評価基準の設定に係る作業 

下水道,土木,建築,機械及び電気関連団体等の基準及び図書等を参考として,

定性的診断項目とその評価基準を検討し,設定する。 

7. 診断に係る作業 

(1)土木構造物及び建築構造物 

①診断表の作成(施設の名称,形状及び構造等の情報,診断項目,評価項目,

診断結果) 

②被災時の下水道施設としての機能維持システムの有無,ネットワーク

化の可否及び復旧の難易性の確認による耐震性評価 

③基礎,躯体,伸縮継手の評価基準に基づく定性的診断による耐震性評価 

なお,基礎杭を有する場合は,原設計条件での地震時杭材発生応力度の

算定などの簡易な計算により地震時耐力を評価する。 

④建築構造体の簡易な耐力計算による耐震性評価 

現況の構造体に則した構造モデルと原設計の荷重条件での簡易な計算

により地震時耐力を評価する。 

⑤建築非構造部材の評価基準に基づく定性的診断による耐震性評価 

外壁仕上げ材及び重要な室(活動の拠点となる室,活動上重要な設備室,

活動通路,危険物貯蔵室及び機能停止が許されない室)の内装材,建具等

を対象に診断を行う。 

⑥敷地地盤の液状化及び側方流動の可能性の確認による耐震性評価 

⑦評価結果の取りまとめ 
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下水道施設としての機能維持システム及び構造物の耐震性の現状,詳

細診断の要否及び追加調査の要否を整理する。 

(2)建築設備,機械設備及び電気設備 

①診断表の作成(設備名称,機器名称及び仕様,診断項目,評価項目,診断

結果) 

②機器の評価基準に基づく定性的診断による耐震性評価 

なお,機能維持及び二次災害防止上重要な配管,配線については診断を

行う。 

③評価結果の取りまとめ 

設備の耐震性の現状及詳細診断の要否を整理する。 

8. 総合評価 

(1)土木構造物及び建築構造物 

診断結果に基づき下水道施設としての機能維持システム及び構造物の耐

震性の現状を整理し,緊急な耐震対策の要否,対策の実施順位を検討のうえ

取りまとめる。 

(2)建築設備,機械設備及び電気設備 

診断結果に基づき設備の耐震性の現状を整理し,緊急な耐震対策の要否,

対策の実施順位を検討のうえ取りまとめる。 

9. 図書の作成に係る作業 

前 2．から 7．項の作業で収集した資料・図書,確認・整理した事項及び作成

した図書を次の内容により取りまとめ,報告書を作成する。 

(1)資料収集リスト 

(2)施設概要 

(3)簡易診断表 

(4)総合評価 

(5)その他資料(耐震耐力計算書,耐震対策比較検討書他) 

 

第 7503 条 耐震診断（詳細診断） 

耐震診断(詳細診断)業務は,次の事項の作業を行い,報告書としてまとめなけ

ればならない。 

1． 着手時の確認 

(1)受注者は業務の着手に当たり,耐震診断に必要とする資料のリストを作成

し,発注者の承諾を得た後,資料の収集・整理を行い,対象とする資料の有

無及び保存状態等について,資料リストに記録する。 

(2) 対象施設について耐震診断及び追加調査が実施されている場合,その内

容を確認する。 

(3) 資料等に不足がある場合は,発注者と受注者は協議により,速やかに対応
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を図るものとする。 

2. 収集する既存資料,図書 

(1)土木構造物 

下水道事業計画図書,設計図書(設計図,構造計算書,基礎計算書,仕様書),

完成図書(竣工図,コンクリート強度試験表等の施工記録),土質調査報告書 

(2)建築構造物 

下水道事業計画図書,設計図書(設計図,構造計算書,基礎計算書,仕樣書),

完成図書(竣工図,コンクリート強度試験表等の施工記録),土質調査報告書 

(3)建築設備 

下水道事業計画図書,設計図書(設計図,建築設備計算書,仕様書),完成図

書(竣工図,基礎ボルト及び耐震ストッパ等の強度計算書) 

(4)機械設備 

下水道事業計画図書,設計図書(設計図,機能計算書,仕様書),設備台帳,完

成図書(竣工図,基礎ボルト及び耐震ストッパ等の強度計算書) 

(5)電気設備 

下水道事業計画図書,設計図書(設計図,機能計算書,仕様書),設備台帳,完

成図書(竣工図,基礎ボルト及び耐震ストッパ等の強度計算書) 

3. 既存資料,図書より確認,整理する事項 

(1)土木構造物 

①調査対象ポンプ場,処理場の概要 

名称,位置,計画能力(全体及び事業計画),現況能力,ポンプ場種類,水

処理及び汚泥処理方式 

②構造物の概要 

施設の名称及び個数,形状,設計年度,建設年度,供用開始年度,用途変

更履歴,被災履歴 

③その他診断に必要な事項 

(2)建築構造物 

①調査対象ポンプ場,処理場の概要 

名称,位置,計画能力(全体及び事業計画),現況能力,ポンプ場種類,水

処理及び汚泥処理方式 

②構造物の概要 

施設の名称及び個数・形状,設計年度,建設年度,供用開始年度,用途変

更履歴,被災履歴 

③その他診断に必要な事項 

(3)建築設備 

①調査対象ポンプ場,処理場の概要 
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名称,位置,計画能力(全体及び事業計画),現況能力,ポンプ場種類,水

処理及び汚泥処理方式 

②設備の概要 

設備の名称及び個数,仕様,設計年度,設置年度,供用開始年度 

③その他診断に必要な事項 

(4)機械設備 

①調査対象ポンプ場,処理場の概要 

名称,位置,計画能力(全体及び事業計画),現況能力,ポンプ場種類,水

処理及び汚泥処理方式 

②設備の概要 

設備の名称及び個数・仕様,設計年度,設置年度,供用開始年度 

③その他診断に必要な事項 

(5)電気設備 

①調査対象ポンプ場,処理場の概要 

名称,位置,計画能力(全体及び事業計画),現況能力,ポンプ場種類,水

処理及び汚泥処理方式 

②設備の概要 

設備の名称及び個数・仕様,設計年度,設置年度,供用開始年度 

③その他診断に必要な事項 

4.現地調査に係る作業 

現地調査の実施に当たっては,施設の維持管理に支障が生じないように考慮し

た調査計画書を作成し,発注者の承諾を得る。 

現地調査では,以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値)する。 

(1)土木構造物及び建築構造物 

①原設計と現況(使用状況,載荷状況,改築補修状況,被災跡) 

②躯体劣化状況(変形,亀裂,変質,剥落,錆) 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④建築非構造部材状況(外観の異常,取付け状況,劣化状況) 

⑤地盤沈下および構造物沈下状況 

⑥周辺環境(周辺土地利用状況,現況地形) 

(2)建築設備,機械設備及び電気設備 

①基礎,架台等の劣化状況(基礎亀裂,変形,変色,錆) 

②機器等の設置,据付状況 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④二次災害対応状況 

建築設備:火気使用設備の地震時停止装置の有無,高置及び天井吊り設備等の
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落下防止対策状況 

機械設備:防液堤内容積,中和設備の有無,緊急遮断弁の設置状況,燃料及び用

水貯留量 

電気設備:防液堤内容積,燃料及び冷却水貯留量,特殊電源設備の耐震対策状

況, 

主ポンプ等重要機器制御電源系統 

5. 現地確認に係る作業 

耐震計算入力条件設定及び耐震性評価に必要な事項について,設計図書,完成

図書との整合性,施設の実態等を現地にて確認,記録する。 

6. 耐震計算入力条件の整理に係る作業 

(1)土木構造物 

構造物について次の事項を確認し,整理する。 

①地盤の土質特性 

②現況に整合した荷重条件 

③レベル 1及びレベル 2地震動における入力条件 

④構造体のモデル化 

⑤材料の許容応力度 

(2)建築構造物 

構造物について次の事項を確認し,整理する。 

①地盤の土質特性 

②現況に整合した荷重条件 

③中地震動及び大地震動における入力条件 

④構造体のモデル化 

⑤材料の許容応力度 

(3)建築設備 

機器について以下の事項を確認し,整理する。 

①強度計算書の計算条件(設計震度又はせん断力係数,材料の許容応力度,

荷重) 

②燃料及び消火用水槽の機能計算書の計算条件 

(4)機械設備 

機器,配管について次の事項を確認し,整理する。 

①強度計算書の計算条件(設計震度,材料の許容応力度,荷重) 

②消毒設備,燃料及び用水設備の機能計算書の計算条件 

③緊急遮断弁の設置部位 

(5)電気設備 

機器,配管,配線について次の事項を確認し,整理する。 

①強度計算書の計算条件(設計震度,材料の許容応力度,荷重) 
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②燃料及び用水設備の機能計算書の計算条件 

7. 診断に係る作業 

(1)土木構造物 

①地盤,基礎,躯体の耐震性の定量的評価 

現況に則した計算条件を設定のうえ,計算等により耐震強度の確認を

行い,耐震性を評価する。 

②評価結果の取りまとめ 

(2)建築構造物 

①基礎,躯体の耐震性の定量的評価 

現況に則した計算条件を設定のうえ,計算等により耐震強度の確認を

行い,耐震性を評価する。 

②非構造部材の耐震安全性の評価 

外壁仕上げ材,天井材,建具等の地震時における落下の危険性を確認し,

安全性を評価する。 

③評価結果の取りまとめ 

(3)建築設備 

①機器の転倒及び横滑りに関する耐震性評価 

基礎ボルト及び防振装置付耐震ストッパの耐震計算,転倒防止用耐震

ストッパ及び FRP 槽類の強度計算書の採用数値の照査により耐震性を評

価する。 

②二次災害防止対策の評価 

燃料の漏洩防止対策の確認及び燃料配管類の緊急遮断弁の有無の確認

により二次災害防止対策を評価する。 

③評価結果の取りまとめ 

強度計算書の照査結果及び二次災害防止対策の評価結果の取りまとめ 

(4)機械設備 

①機器の転倒及び横滑りに関する耐震性評価 

基礎ボルト及び防振装置付耐震ストッパの耐震計算,転倒防止用耐震

ストッパ及び FRP 槽類の強度計算書の採用数値の照査により耐震性を評

価する。 

②二次災害防止対策の評価 

各種薬品及び燃料の漏洩防止対策の確認,各種薬品及び燃料配管類の

緊急遮断弁の有無の確認により二次災害防止対策を評価する。 

③評価結果の取りまとめ 

強度計算書の照査結果及び二次災害防止対策の評価結果の取りまとめ 

(5)電気設備 
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①機器及び自家発電機の転倒及び横滑りに関する耐震性評価 

基礎ボルト及び防振装置付耐震ストッパの耐震計算により耐震性を評

価する。 

②初期注水槽及び燃料小出し槽の転倒及び横滑りに関する耐震性評価 

液槽有効容量と作用点の高さの計算,取付けボルトの計算,架台部材及

び基礎ボルトの強度計算により地震力を計算し,耐震性を評価する。 

③評価結果の取りまとめ 

強度計算書の照査結果及び二次災害防止対策の評価結果の取りまとめ 

8. 耐震補強計画の策定に係る作業 

対象構造物及び設備の診断結果に基づき,以下の作業を行う。 

(1) 対象構造物及び設備の耐震補強の方法について比較検討し,適切な補強

策を選定する。 

(2) 選定した補強策の施工手順及び仮設方法を検討し,施工計画案を策定す

る。 

(3) 選定した補強策の計画図を作成し,概算工事費及び工期を算定する。 

9. 耐震診断(詳細診断)図書の作成に係る作業 

前 2．から 7．の作業で収集した資料・図書,確認・整理した事項及び作成し

た図書を次の内容により取りまとめ,報告書を作成する。 

(1)資料収集リスト 

(2)施設概要 

(3)詳細診断表 

(4)耐震計算書 

(5)耐震補強計画図 

(6)概算工事費,工期計算書 

(7)その他資料(耐震補強方法比較検討書他) 

 

 

第 7504 条 照査 

1. 照査の目的 

受注者は業務を施行するうえで技術資料等の諸情報を活用し,充分な比較検討

を行うことにより,業務の高い質を確保することに努めるとともに,さらに照査

を実施し,成果品に誤りがないよう努めなければならない。 

2. 照査の体制 

受注者は遺漏なき照査を実施するため,相当な技術経験を有する照査技術者を

配置しなければならない。 

3. 照査事項 
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受注者は,下水道施設の耐震性向上の重要性を十分に認識し,業務全般にわた

り,次に示す事項について照査を実施しなければならない。 

(2)耐震診断(簡易診断) 

(イ)診断計面の妥当性 

(ロ)収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査 

(ハ)整理した原設計条件と収集情報との整合性 

(ニ)目視確認(現地調査記録)の適切性 

(ホ)準拠した基準及び図書等と設定した評価基準の整合性 

(へ)簡易診断の適切性 

(ト)総合評価等の要当性の確認 

(3)耐震診断(詳細診断) 

(イ)診断計画の妥当性 

(ロ)収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査 

(ハ)現地確認,耐震計算入力条件の適切性及び実態との整合性 

(ニ)詳細診断の適切性 

(ホ)耐震補強策と計算結果の整合性 

(へ)施工計画(施工手順,仮設方法),概算費用及び工期の適切性 

 

 

第 7505 条 提出図書 

1. 提出図書 

(1)提出すべき成果品とその部数は次のとおりとする。なお,製本はすべて白

焼きとする。 

(イ)報告書  A4 版  3 部と原稿 

(ロ)議事録  A4 版  3 部と原稿 

(2)成果品の作成に当っては,その編集方法についてあらかじめは発注者と協

議する。 

(3)製本はすべて表紙,背表紙ともタイトルをつけ,直接印刷したものとする。 

 

第 7506 条 参考図書 

1．参考図書 

業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

これ以外の図書を使用する場合は,発注者の承諾を得るものとする。 

(1) 土木工書一般仕様書(発注者の仕様書) 

(2) 建築工事・建築設備工事一般仕様書( 〃 ) 

(3) 機械設備工事一般仕様書( 〃 ) 

(4) 電気設備工事一般仕様書( 〃 ) 
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(5) 日本工業規格(JIS) 

(6) 日本下水道協会規格(JSWAS) 

(7) 電気規格調査会標準規格(JEC) 

(8) 日本電機工業会標準規格(JEM) 

(9) 日本農業規格(JAS) 

(10)日本電線工業会標準規格(JCS) 

(11)下水道施設計画・設計指針と解説(社団法人  日本下水道協会) 

(12)下水道維持管理指針( 〃 ) 

(13)小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説( 〃 ) 

(14)下水道の耐震対策マニュアル( 〃 ) 

(15)下水道施設の耐震対策指針と解説( 〃 ) 

(16)下水這施設耐震計算例―処理場・ポンプ場編―( 〃 ) 

(17)下水道施設改築・修繕マニュアル(案)( 〃 ) 

(18)水理公式集(社団法人 土木学会) 

(19)コンクリート標準示方書( 〃 ) 

(20)土木工学ハンドブック( 〃 ) 

(21)土木製図基準( 〃 ) 

(22)地盤工学ハンドブック(社団法人 地盤工学会) 

(23)鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説―許容応力度設計法―(社団法

人  日本建築学会) 

(24)鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説―許容応力度設計と保有水

平耐力―( 〃 ) 

(25)鋼構造設計規準―許容応力度設計法―( 〃 )   

(26)建築基礎構造設計指針( 〃 )   

(27)壁式構造関係設計規準集・同解説 壁式鉄筋コンクリート造編( 〃 ) 

(28)建築耐震設計における保有耐力と変形性能( 〃 )   

(29)建設大臣官房官庁営繕部監修 建築工事設計図書作成基準及び同解説

(社団法人 公共建築協会) 

(30)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築工事標準詳細図 

(31)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標

準図(電気設備工事編) 

(32)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標

準図(機械設備工事編) 

(33)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事

編) 

(34)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備

工事編) 

(35)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備
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工事編) 

(36)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築構造設計基準及び同解

説(社団法人 公共建築協会) 

(37)建設大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

( 〃 ) 

(38)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修 建築設備設計基準( 〃 ) 

(財団法人 全国建設研修センター) 

(39)建設大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び

同解説(財団法人 建築保全センター) 

(40)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(建築

工事編) 

(41)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(電気

設備工事編)  

(42)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械

設備工事編) 

(43)国土交通省住宅局建築指導課監修 2001年改訂版既存鉄筋コンクリート

建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(財団法人 日本建築防災協

会) 

(44)建設省住宅局建築指導課監修 改訂版 既存鉄骨鉄能コンクリート建築物

の耐震診断基準・改修設計指針・同解説( 〃 ) 

(45)建設省住宅局建築指導課監修 耐震改修促進のための既存鉄骨造建築物

の耐震診断及び耐震改修指針・同解説( 〃 ) 

(46)国交省国土技術政策研究所,建築研究所監修 建築設備耐震設計・施工指

針(財団法人 日本建築センター) 

(47)国土交通大臣官房技術調査課,国土技術政策総合研究所監修 土木構造

物設計ガイドライン(社団法人 全日本建設技術協会) 

(48)道路橋示方書・同解説(下部構造編) (社団法人  日本道路協会) 

(49)国土開発技術研究所編 改訂 解説・河川管理施設等構造令(社団法人  

日本河川協会) 

(50)港湾の施設の技術上の基準・同解説(社団法人 日本港湾協会) 

(51)場排水ポンプ設備技術基準(案)同解説(社団法人 河川ポンプ施設技術協

会) 

(52)場排水ポンプ設備設計指針(案)同解説( 〃 ) 

(53)JISハンドブック7 機械要素(財団法人  日本規格協会) 

(54)JIS電気図用記号( 〃 ) 

(55)内線規程(社団法人 日本電気協会) 
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第２節 特記仕様書（案） 

第 7507 条 特記仕様書（案） 

1．業務名 

2．特記仕様書の適用範囲 

3．業務委託の対象 

１）ポンプ場 

(1)名称 

(2)位置 

(3)下水排除方式  ・分流式 ・合流式 ・その他（   ） 

(4)ポンプ場種類 ・汚水中継ポンプ場 ・雨水ポンプ場 ・その他

（   ） 

(5)能力 

計画時間最大汚水量         ｍ３/秒 

雨天時間画汚水量          ｍ３/秒 

計画雨水排水量※           ｍ３/秒 

※分流式雨水ポンプ場では計画雨水量,合流式雨水ポンプ場では（計画雨

水量－雨天時間計画汚水量） 

既設能力                   ｍ３/秒相当 

(6)供用開始年月       昭和・平成  年  月 

 

２）処理場  

(1)名称 

(2)位置 

(3)下水排除方式    ・分流式  ・合流式  ・その他（   ） 

(4)処理方式 

汚水処理 

汚泥処理 

(5)能力 

計画1日最大処理水量        千ｍ３／日 

既設水処理能力          千ｍ３／日相当 

既設汚泥処理能力         千ｍ３／日相当 

(6)供用開始年月        昭和・平成  年  月 

 

4．その他特記事項 

１）ポンプ場 

(1)簡易診断業務対象範囲 

①対象施設・水量（対象施設能力相当水量）と対象工種 
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別表 4.1.○に業務の対象施設・水量と対象工種を示す。 

②作業項目 
診断計画  

資料収集・整理  

原設計条件の整理  

現地調査  

診断 
評価基準の設定  

診断  

総合評価  

報告書作成  

照査  

（注記） 

a.○は対象作業項目を示す。 

 

(2)詳細診断業務対象範囲 

①対象施設・水量（対象施設能力相当水量）と対象工種 

別表 4.1.○に業務の対象施設・水量と対象工種を示す。 

 

②作業項目 

診断計画 
診断方針  

診断条件の確認  

資料収集・整理  

現地調査  

現地確認  

診断 
耐震計算入力条件の整理  

診断  

耐震補強計画の策定  

報告書作成  

照査  

（注記） 

a.○は対象作業項目を示す。 

 

③作業における留意事項（施設の特性,その他） 

対象施設名 

施設の特性,その他 

杭 

基礎 

複合 

構造物 
合棟 分棟 

構造 

ブロックの数 
その他 

       

       

       

       

（注記） 

a.「施設の特性欄」の○は該当項目を示す。 

b.「複合構造物」は二重覆蓋のある水槽構造物や,地上部や地下室の一部に

下水に係る水槽構造物を有する建築構造物を対象とする。二重覆蓋のある

水処理施設,上屋根のある汚水濃縮タンク,上屋のあるポンプ場,地上ある

いは地下に水槽のある汚泥棟など。 
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c.「構造ブロックの数」は,同一施設が Exp.j により構造形式・荷重条件等

が異なる構造的に独立した複数のブロックより構成されている場合で,診

断の対象となるブロックの数を示す。 

 

 

別表 4.1．○ 対象施設・水量と対象工種 

施設名 

対象 

水量 

（m３/秒） 

工種 

備考 全 

工種 
土木 建築 

建築 

整備 
機械 電気 

流入渠   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

沈砂池・ポンプ室 

（深さ 5ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

ポンプ室 

（深さ 5ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

沈砂池・ポンプ室 

（深さ５ｍ以上 10ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

沈砂池・ポンプ室 

（深さ５ｍ以上 10ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

ポンプ室 

（深さ 10ｍ以上） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

流出渠   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

吐口   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

その他施設   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

（注記） 

a.「工種」欄の○は対象工種を示す。 

b.工種より対象水量が異なる場合,当該工種の対象水量は工種欄

（  ）内に示す。 

c.「その他施設」の具体的施設名は備考欄に示す。 

 

2．終末処理場 

(1)簡易診断業務対象範囲 

①対象施設・水量（対象施設能力相当水量）と対象工種別表 4.2.○に業

務の対象施設・水量と対象工種を示す。 

 

②作業項目 
診断計画  

資料収集・整理  

原設計条件の整理  

現地調査  

診断 
評価基準の設定  

診断  

総合評価  

報告書作成  

照査  
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（注記） 

a.○は対象作業項目を示す。  

 

(2)詳細診断業務対象範囲 

①対象施設・水量（対象施設能力相当水量）と対象工種 

別表 4.2．○に業務の対象施設・水量と対象工種を示す。 

 

②作業項目 
診断計

画 

診断方針  

診断条件の確認  

資料収集・整理  

現地調査  

現地確認  

診断 
耐震計算入力条件の整理  

診断  

耐震補強計画の策定  

報告書作成  

照査  

（注記） 

a.○は対象作業項目を示す。 

 

③作業における留意事項（施設の特性,その他） 

対象施設名 

施設の特性,その他 

杭 

基礎 

複合 

構造物 
合棟 分棟 

構造 

ブロックの数 
その他 

       

       

       

       

（注記） 

a.「施設の特性欄」の○は該当項目を示す。 

b.「複合構造物」は二重覆蓋のある水槽構造物や,地上部や地下室の

一部に下水に係る水槽構造物を有する建築構造物を対象とする。二

重覆蓋のある水処理施設,上屋のある汚水濃縮タンク,上屋のあるポ

ンプ場,地上あるいは地下に水槽のある汚泥棟など。 

c.「構造ブロックの数」は,同一施設が Exp.j により構造形式・荷重

条件等が異なる構造的に独立した複数のブロックより構成されてい

る場合で,診断の対象となるブロックの数を示す。 

 

別表 4.2.○ 対象施設・水量と対象工種（その１） 

施設名 

対象 

水量 

（m３/秒） 

工種 

備考 全 

工種 
土木 建築 

建築 

整備 
機械 電気 

流入渠   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  
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沈砂池・ポンプ室 A 

（深さ 10ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

ポンプ室 B 

（深さ 10ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

ポンプ室 B 

（深さ 10ｍ以上 20ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

沈砂池・ポンプ室 C 

（深さ 10ｍ以上 20ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

ポンプ室 C 

（深さ 10ｍ以上 20ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

沈砂池 

（深さ 10ｍ未満） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

導水渠   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚水調整池   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

プリエアレーション 

タンク 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

最初沈殿池   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

反応タンク   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

最終沈殿池   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

塩素消毒施設   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

放流渠   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

吐口   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥濃縮 

（重力濃縮タンク） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥濃縮（機械）   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥洗浄タンク   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥消化タンク   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

ガスブロワ室   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

ボイラ室   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

 

別表 4.2．○ 対象施設・水量と対象工種（その２） 

施設名 

対象 

水量 

（m３/秒） 

工種 

備考 全 

工種 
土木 建築 

建築 

整備 
機械 電気 

管理棟   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

自家発電機室   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥処理棟   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

処理水再利用施設   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

送風機室   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥焼却炉 A 

（炉本体覆蓋無） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥焼却炉 B 

（炉本体覆蓋有） 
  (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

汚泥コンポスト施設   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

独立管廊   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

その他施設   (   ) (   ) (   ) (   ) (   )  

（注記） 
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a.「工種」欄の○は対象工種を示す。 

b.工種により対象水量が異なる場合,当該工種の対象水量は工種

（   ）内に示す。 

c.「その他施設」の具体的施設名は備考欄に示す。 

 

 

第３節 標準業務内容（案） 

第 7508 条 標準業務内容（案） 

1．簡易診断 

(1)土木構造物及び建築構造物 
作業項目 作業内容 

診断計画 ①診断の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す診断内容の確認 

③診断概要,診断方針,工程計画,人員配置計画の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

資料収集・整理 ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記載) 

・下水道事業計画書 

・防災計画書 

・下水道施設維持管理記録 

・設計図書(設計図,構造計算書,基礎計算書,仕様書) 

・完成図書(竣工図,コンクリート強度試験表等の施工記録) 

・土質調査報告書 

③資料整理事項 

a.一般事項の整理 

・下水道計画の概要(処理区概要,排水区概要,幹線系統,下水道排除方式) 

・処理場・ポンプ場の概要(名称,位置,計画能力,現況能力,処理方式,種類,維持管理体制) 

・主要構造物の概要(名称及び個数・形状,設計年度,建設年度,供用開始年度,用途変更履歴,被災履歴,結持管

理状況) 

b．周辺環境の概要(用途地域,現況地形,用地造成等履歴,地盤状況,放流先・排水先公共水域概要)の整理 

c. 関連公共団体等の防災計画の概要(対象処理場・ポンプ場の防災計面上の位置づけ,重要度)の整理 

d．その他診断に必要な事項の整理 

原設計条件の整理 ①経歴及び概要(設計年度,建設年度,被災履歴,構造物概要)の整理 

②設計基準又は適用構造規定(建築基準法施行令)の整理 

③地盤土質条件(支持地盤状況,液状化への考盧,耐震上の地盤面等)の整理 

④耐震計算条件(材料許容応力度,設計震度又はせん断力係数,荷重,構造体のモデル化等)の整理 

⑤基礎計算条件(杭材許容応力度,設計震度又はせん断力係数,荷重,杭頭接合条件等)の整理 

現地調査 以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値など)する。 

①原設計と現況(使用状況,載荷状況,政築補修状況,被災跡) 

②躯体劣化状況(変形,亀製,変質,剥落,錆) 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④建築非構造部材状況(外観の異常,取付け状況,劣化状況) 

⑤地盤沈下状況,構造物沈下状況 

⑥周辺環境(周辺土地利用状況,現況地形) 

 

 

（１）土木構造物及び建築構造物（その２） 
作業項目 作業内容 

診断 評価基準の設定 診断計画④で確認した基準,図書等を参考として,定性的診断項目とその評価基準を検討し,設定する。 
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診断 ①診断表の作成(施設名称・形状・構造等の情報,診断項目,評価項目,診断結果) 

②被災時の処理場・ポンプ場機能の維持システムの有無,ネットワーク化の可否,復旧の難易性の確認による耐

震性評価 

③基礎,躯体,伸縮継手の定性的診断による耐震性評価(なお,基礎杭を有する場合は,原設計条件での簡易な計

算により地震時耐力を評価する。) 

④建築構造体の簡易な耐力計算による耐震性評価 

⑤建築非構造部材の定性的診断による耐震性評価(外壁仕上げ材及び重要な室(活動の拠点となる室,活動上重

要な設備室,活動通路,危険物貯蔵室及び機能停止が許されない室)の内装材,建具等を対象として診断) 

⑥敷地地盤の液状化及び側方流動の可能性の確認による耐震性評価 

⑦評価結果の取りまとめ(処理場・ポンプ場機能維持システム,構造物の耐震性の現状,詳細診断の要否,追加調

査の要否を整理する。) 

総合評価 処理場・ポンプ場機能の維持システム,構造物の耐震性の現状の整理及び緊急な耐震対策及び詳系面診断の要

否とその実施順位を検討し,取りまとめる。 

報告書作成 調査内容,検討内容,診断結果,総合評価等を整理し,診断報告書を作成する。 

照査 ①診断計面の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査 

③整理した原設計条件と収集情報との整合性の照査 

④目視確認(現地調査記録)の適切性の照査 

⑤準拠した基準及び図善等と設定した評価基準の整合性の照査 

⑥簡易診断の適切性の照査 

⑦総合評価等の妥当性の照査 

 

（２）建築設備,機械設備及び電気設備（その１） 
作業項目 作業内容 

診断計画 ①診断の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す診断内容の確認 

③診断概要,診断方針,工程計画,人員配置計画の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

資料収集・整理 ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記載) 

・下水道事業計面書 

・下水道施設維持管理記録 

・設計図書(設計図,機能計算書,建築設備計算書,仕様書) 

・設備台帳 

・完成図書(竣工図,基礎ボルト及び耐震ストッパ等の強度計算書) 

③資料整理事項 

a.一般事項の整理 

・処理場・ポンプ場の概要(名称,位置,計画能力,現況能力,処理方式・種類,維持管

理体制) 

・主要設備の概要(名称及び個数・仕様,設計年度,設置年度,供用開始年度,維持管理

状況) 

b.その他診断に必要な事項の整理 

原設計条件の整理 ①診断対象機器の抽出(なお,建築設備は避難・消火等の機能を果たす設備と二次災

害を引き起こす恐れの高い設備を対象とする。) 

②経歴及び概要(設計年度,設置年度,仕様)の整理 

③機能計算条件の整理 

④強度計算書の有無及び耐震計算条件(材料許容応力度,設計震度又はせん断力係数,

荷重等)の整理 

現地調査 以下の事項を目視確認し,記録（写真,概況図,簡易計測値など）する。 

①基礎,架台等の劣化状況（基礎亀裂,変形,変色,錆） 

②機器等の設置,据付状況 

③伸縮継手状況（位置,仕様,劣化状況） 

④２次災害対応状況 

a.建築設備（火気使用設備の地震時停止装置の有無,高置・天井吊り設備等の落下防

止対策状況） 

b.機械設備（防液堤内容積,中和設備の有無,緊急遮断弁設置状況,燃料・用水貯留

量） 

c.電気設備（防液堤内容積,燃料・冷却水貯留量,特殊電源設備耐震対策状況,重要機

器制御電源系統） 
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（２）建設設備,機械設備及び電気設備（その２） 
作業項目 作業内容 

診断 評価基準の設定 診断計画④で確認した基準,図書を参考として,定性的診断項目とその評価基準を検討設定す

る。 

診断 ①診断表の作成(設備名称,機器名称・仕様,診断項目,評価項目,診断結果) 

②機器の定性的診断による耐震性評価 

③評価結果取りまとめ(設備の耐震性の現状,詳細診断の要否を整理する。) 

総合評価 設備の耐震性の現状の整理及び緊急な耐震対策及び詳細診断の要否とその実施順位を検討

し,取りまとめる。 

報告書作成 調査内容,検討内容,診断結果,総合評価等を整理し,診断報告書を作成する。 

照査 ①診断計画の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査 

③整理した原設計条件と収集情報との整合性の照査 

④目視確認(現地調査記録)の適切性の照査 

⑤準拠した基準及び図書等と設定した評価基準の整合性の照査 

⑥簡易診断の適切性の照査 

⑦総合評価等の妥当性の照査 

 

２．詳細診断 

（１）土木建造物（その１） 
作業項目 作業内容 

診断 

計画 

評価方針 ①診断の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す診断内容の確認 

③診断概要,診断方針,工程計画,人員配置計面の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

診断条件の確認 ①簡易診断結果の内容確認 

②別途実施された追加調査結果の内容確認 

資料収集・整理※ ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記載) 

・下水道事業計画書 

・設計図書(設計図,構造計算書,基礎計算書,仕様書) 

・完成図害(竣工図,コンクリート強度試験表等の施工記録) 

・土質調査報告書 

③資料整理事項 

・処理場・ホンプ場の概要(名称,位置,計画能力,現況能力,処理方式・種類) 

・対象構造物の概要(名称及び個数・形状,設計年度,建設年度,供用開始年度,用途変更履

歴,被災履歴) 

・その他診断に必要な事項の整理 

現地調査※※ 以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値など)する。 

①原設計と現況(使用状況,載荷状況,改築補修状況,被災跡) 

②躯体劣化状況(変形,亀裂,変質,剥落,錆) 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④建築非構造部材状況(外観の異常,取付け状況,劣化状況) 

⑤地盤沈下状況,構造物沈下状況 

⑥周辺環境(周辺土地利用状況,現況地形) 

現地確認 耐震計算入力条件及び耐震性評価に必要な事項について,設計図書,完成図書との整合性,構

造物の実態等を現地にて確認,記録 

診断 耐震計算 

入力条件の整理 

以下の事項を確認し,整理する。 

①地盤の土質特性 

②現況に整合した荷重条件 

③レベル 1 及びレベル 2 地震動における入力条件 

④構造体のモデル化 

⑤材料の許容応力度 

診断 ①地盤,基礎,躯体の耐震性の定量的評価 

②評価結果取りまとめ 

耐震補強計画の策定 ①耐震補強案を検討し,補強策を選定 

②選定した補強策について,施工手順,仮設方法を検討し,施工計画案を策定 
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③補強計画図を作成し,概算費用,工期を算定 

報告書作成 検討内容,耐震計算結果,耐震補強計画等を整理し,報告書を作成する 

 

（１）土木構造物（その２） 
作業項目 作業内容 

照査 ①診断計画の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査※ 

③現地確認,耐震計算入力条件の適切性,実態との整合性の照査 

④詳細診断の適切性の照査 

⑤耐震補強策と計算結果の整合性の照査 

⑥施工計画(施工手順,仮設方法),概算費用及び工期の適切性の照査 

※別途「簡易診断」で資料収集・整理が実施されている場合,これらの作業項

目は詳細診断の対象とする。 

※※別途「簡易診断」で現地調査を行っていない場合,必要に応じてこれらの

作業項目を実施する。 

 

（２）建築構造物（その１） 
作業項目 作業内容 

診断 

計画 

診断方針 ①診断の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す診断内容の確認 

③診断概要,診断方針,工程計画,人員配置計画の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

診断条件の確認 ①簡易診断結果の内容確認 

②別途実施された追加調査結果の内容確認 

資料収集・整理※ ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記戦) 

・下水道事業計画書 

・設計図書(設計図,機能計算書,仕様書) 

・設備台帳 

・完成図書(竣工図,コンクリート強度試験表等の施工記録) 

・土質調査報告 

③資料整理事項 

・処理場・ポンプ場の概要(名称,位置,計画能力,現況能力,処理方式・種類) 

・対象構造物の概要(名称及び個数・形状,設計年度,建設年度,供用開始年度,用途変更履

歴,被災履歴) 

・その他診断に必要な事項の整理 

現地調査※※ 以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値など)する。 

①基礎,架台等の劣化状況（基礎亀裂,変形,変色,錆） 

②機器等の設置、据付状況 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④２次竿顔対応状況 

機械設備（防液堤内容積,中和設備の有無,緊急遮断弁設置状況,燃料・用水貯留量） 

現地確認 耐震計算入力条件及び耐震性評価に必要な事項について,設計図書,完成図書との整合性,構

造物の実態を現地にて確認,記録  

診断 耐震計算 

入力条件の整理 

以下の事項を確認し,整理する。 

①強度計算書の計算条件（設計震度,材料の許容応力度,荷重） 

②消毒設備,燃料・用水設備の機能計算書の計算条件 

③緊急遮断弁の設備部位 

診断 ①機器の転倒,横滑りに関する耐震性評価（基礎ボルト及び防振装置耐震ストッパの耐震計

算,転倒防止用耐震ストッパ及び FRP 槽類の強度計算書の採用数値の照査） 

②二次災害防止対策の評価（各種薬品及び燃料の漏洩防止対策の確認,各種薬品及び燃料配

管類の研究遮断弁の有無の確認） 

③評価結果取りまとめ 

耐震補強計画の策定 ①耐震補強案を検討し,補強策を選定 

②選定した補強策について,施工手順,仮設方法を検討し,施工計画案を策定 



Ⅰ－４－606 

 

③補強計画図を作成し,概算費用,工期を算定 

報告書作成 検討内容,耐震計算結果,耐震補強計画等を整理し,報告書を作成する 

 

（２）建築構造物（その２） 
作業項目 作業内容 

照査 ①診断計画の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査※ 

③現地確認,耐震計算入力条件の適切性,実態との整合性の照査 

④詳細診断の適切性の照査 

⑤耐震補強策と計算結果の整合性の照査 

⑥施工計画(施工手順,仮設方法),概算費用及び工期の適切性の照査 

※別途「簡易診断」で資料収集・整理が実施されている場合,これらの作業項

目は詳細診断の対象外とする。 

※※「簡易診断」で現地調査を行っていない場合,必要に応じてこれらの作業

項目を実施する。 

 

（３）建築設備（その１） 
作業項目 作業内容 

診断 

計画 

診断方針 ①診断の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す診断内容の確認 

③診断概要,診断方針,工程計画,人員配置計画の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

診断条件の確認 ①簡易診断結果の内容確認 

②別途実施された追加調査結果の内容確認 

資料収集・整理※ ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記載) 

・下水道事業計画書 

・設計図書(設計図,建築設備計算書,仕様書) 

・設備台帳 

・完成図書(竣工図,基礎ボルト及び耐震ストッパ等の強度計算書) 

③資料整理事項 

a.一般事項の整理 

・処理場・ポンプ場の概要(名称,位置,計画能力,現況能力,処理方式・種類) 

・対象設備の概要(名称及び個数・仕様,設計年度,設置年度,供用開始年度) 

b.その他診断に必要な事項の整理 

現地調査※※ 以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値など)する。 

①基礎,架台等の劣化状況(基礎亀製,変形,変色,錆) 

②機器等の設置,据付状況 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化,状況) 

④2 次災害対応状況 

機械設備（防液堤内容積,中和設備の有無,緊急遮断弁設置状況,燃料・用水貯

留量） 

現地確認 耐震計算入力条件及び耐震性評価に必要な事項について,設計図書,完成図書との

整合性,設備の実態等を現地にて確認,記録 

診断 診断入力条件の整理 以下の事項を確認し,整理する。 

①強度計算書の計算条件(設計震度,材料の許容応力度,荷重) 

②消毒設備,燃料・用水設備の機能計画書の計算条件 

③緊急遮断弁の設置部位 

診断 ①機器の転倒,横滑りに関する耐震性評価(基礎ボルト及び防振装置付耐震ストッ

パの耐震計算,転倒防止用耐震ストッパ及び FRP 槽類の強度計算書の採用数値の

照査) 
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②二次災害防止対策の評価(各種薬品及び燃料の漏洩防止対策の確認,各種薬品及

び燃料配管類の緊急遮断弁の有無の確認) 

③評価結果取りまとめ 

耐震補強計画の策定 ①耐震補強案を強討し,補強策を選定 

②選定した補強策について,施工手順,仮設方法を検討し,施工計画案を策定 

③補強計画図を作成し,概算費用,工期を算定 

報告書作成 検討内容,耐震性照査結果,耐震補強計画等を整理し,報告書を作成する。 

 

（３）建築設備（その２） 
作業項目 作業内容 

照査 ①診断計画の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査※ 

③現地確認,耐震計算入力条件の適切性,実態との整合性の照査 

④詳細診断の適切性の照査 

⑤耐震補強策と計算結果の整合性の照査 

⑥施工計画（施行手順,仮設方法）,概算費用及び工期の適切性の照査 

※別途「簡易診断」で資料収集・整理が実施されている場合,これらの作業項

目は詳細診断の対象外とする。 

※※「簡易診断」で現地調査を行っていない場合,必要に応じてこれらの作業

項目を実施する。 

 

（４）機械設備（その１） 
作業項目 作業内容 

診断 

計画 

診断方針 ①診断の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す診断内容の確認 

③診断概要,診断方針,工程計画,人員配置計画の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

診断条件の確認 ①簡易診断結果の内容確認 

②別途実施された追加調査結果の内容確認 

資料収集・整理※ ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記戦) 

・下水道事業計画書 

・設計図書(設計図,構造計算書,基礎計算書,仕様書) 

・完成図書(竣工図,コンクリート強度試験表等の施工記録) 

・土質調査報告書 

③資料整理事項 

・処理場-ポンプ場の概要(名称,位置,計画能力,現況能力,処理方式・種類) 

・対象構造物の概要(名称及び個数・形状,設計年度,建設年度,供用開始年度,用途変更履

歴,被災履歴) 

・その他診断に必要な事項の整理 

現地調査※※ 以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値など)する。 

①原設計と現況(使用状況,載荷状況,改築補修状況,被災跡) 

②躯体劣化状況(変形,亀裂,変質,剥落,錆). 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④建築非構造部材状況(外観の異常,取付け状況,劣化状況) 

⑤地盤沈下状況,構造物沈下状況 

⑥周辺環:境(周辺土地利用状況,現況地形) 

現地確認 耐震計算入力条件及び耐震性評価に必要な事;項について,設計図書,完成図書との整合性,

構造物の実態等を現地にて確認,記録 

診断 診断入力条件の整理 以下の事項を確認し,整理する。 

①地盤の土質特性 

②現況に整合した荷重条件 

③中地震動及び大地震動こおける入力条件 

④構造体のモデル化 

⑤材料の許容応力度 
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診断 ①基礎,躯体の耐震性の定量的評価 

②非構造部材の耐震安全性の評価 

外壁仕上げ材,天井材,建具等の落下の危険性を確認 

③評価結果取りまとめ 

耐震補強計画の策定 ①耐震補強案を検討し,補強策を選定 

②選定した補強策について,施工手順,.仮設方法を検討し,施工計画案を策定 

③補強計画図を作成し,概算費用,工期を算定 

報告書作成 検討内容,耐震計算結果,耐震補強計画等を整理し,報告書を作成する 

 

（２）建築構造物（その２） 
作業項目 作業内容 

照査 ①診断計画の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査※ 

③現地確認,耐震計算入力条件の適切性,実態との整合性の照査 

④詳細診断の適切性の照査 

⑤耐震補強策と計算結果の整合性の照査 

⑥施工計画(施工手順,仮設方法),概算費用及び工期の適切性の照査 

※別途「簡易診断」で資料収集・整理が実施されている場合,これらの作業項

目は詳細診断の対象外とする。 

※※「簡易診断」で現地調査を行っていない場合,必要に応じてこれらの作業

項目を実施する。 

 

 

（５）電気設備（その１） 
作業項目 作業内容 

診断 

計画 

診断方針 ①診断の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す診断内容の確認 

③診断概要,診断方針,工程計画,人員配置計画の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

診断条件の確認 ①簡易診断結果の内容確認 

②別途実施された追加調査結果の内容確認 

資料収集・整理※ ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記載) 

・下水道事業計画書 

・設計図書(設計図,機能計算書,仕様書) 

・設備台帳 

・完成図書(竣工図,基礎ボルト及び耐震ストッパ等の強度計算書) 

③資料整理事項 

a.一般事項の整理 

・処理場・ポンプ場の概要(名称,位置,計画能力,現況能力,処理方式・種類) 

・対象設備の概要(名称及び個数・仕様,設計年度,設置年度,供用開始年度) 

b.その他診断に必要な事項の整理 

現地調査※※ 以下の事項を目視確認し,記録(写真,概況図,簡易計測値など)する。 

①基礎,架台等の劣化状況(基礎亀裂,変形,変色,錆) 

②機器等の設置,据付状況 

③伸縮継手状況(位置,仕様,劣化状況) 

④2次災害対応状況 

電気設備(防液堤内容積,燃料・冷却水貯留量,特殊電源設備耐震対策状況,重要機器制

御電源系統) 

現地確認 耐震計算入力条件及び耐震性評価に必要な事項について,設計図書,完成図書との整合性,設

備の実態等を現地にて確認,記録 

診断 診断入力条件の整理 以下の事項を確認し,整理する。 

①強度計算書の計算条件（設計震度,材料の許容応力度,荷重） 

②燃料・用水設備の機能計算書の計算条件 
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診断 ①機器,自家発電機の転倒,横滑りに関する耐震性評価（基礎ボルト及び防振装置付耐震ス

トッパの耐震計算） 

②初期注水槽,燃料小出し槽の転倒,横滑りに関する耐震性評価（液槽有効容量と作用点の

高さの計算,取付けボルトの計算,架台部材及び基礎ポルトの強度計算） 

③評価結果取りまとめ 

耐震補強計画の策定 ①耐震補強案を検討し,補強策を選定 

②選定した補強策について,施工手順,仮設方法を検討し,施工計画案を策定 

③補強計画図を作成し,概算費用,工期を算定 

報告書作成 検討内容,耐震性照査結果,耐震補強計画等を整理し,報告書を作成する。 

 

（５）電気設備（その２） 
作業項目 作業内容 

照査 ①診断計画の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項及び確認事項の妥当性の照査※ 

③現地確認,耐震計算入力条件の適切性,実態との整合性の照査 

④詳細診断の適切性の照査 

⑤耐震補強策と計算結果の整合性の照査 

⑥施工計画（施工手順,仮設方法）,概算費用及び工期の適切性の照査 

※別途「簡易診断」で資料収集・整理が実施されている場合,これらの作業項

目は詳細診断の対象外とする。 

※※「簡易診断」で現地調査を行っていない場合,必要に応じてこれらの作業

項目を実施する。 
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第６章 下水道管渠長寿命化計画策定 

 

第１節 標準仕様書（案） 

第 7601 条 設計一般 

 

1．打合わせ 

(1) 業務の実施に当って,受注者は発注者と十分協議打合せの後,実施しなけ

ればならない。 

(2) 業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて,受注者と発注者は,打合せ

を行うものとし,その結果を記録しなければならない。 

2．設計基準等 

設計に当っては,発注者の指示する図書及び本仕様書「第 7605 条 参考図書」

に基づき,発注者と協議のうえ設計業務を行わなければならない。 

3．設計上の疑義 

設計上疑義の生じた場合,発注者と受注者の協議により,疑義の解消を図るも

のとする。 

4．設計の資料 

設計の計算根拠,資料等は,すべて明確にし,整理して提出しなければならない。 

5．参考資料の貸与 

受注者は,発注者より業務に必要な下水道事業計画図書,測量成果書,地質調査

資料,下水道台帳,TV カメラ調査報告書又は目視調査報告書及び調書等を借用す

るときには所定の手続によらなければならない。 

6．参考文献等の明記 

業務に文献,その他の資料を引用した場合は,その文献,資料名を明記しなけれ

ばならない。 

 

第 7602 条 長寿命化計画 

長寿命化計画とは,下水道管渠の劣化度に関する点検・調査結果及びライフサ

イクルコストの検討に基づき策定する「長寿命化対策」を含んだ改築計画であ

る。 

長寿命化計画は,長寿命化計画策定において必要となる調査,診断,対策の検討

及び長寿命化計画等の策定で構成される。 

1． 基礎調査 
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管渠の状況について異常の程度診断及び緊急度を判定するために必要な調査

として,当該対象施設の既存情報の調査,現地確認等を行う。調査に当っては,

下水道総合地震対策計画などの他の事業制度に基づく計画に位置づけられた事

業は,改めて長寿命化計画を作成する必要はないことに注意すること。また,排

水区域の拡張,対象降雨の確率年の向上,流出係数の見直し及び合流式下水道の

越流水対策等により計画流量等の増加を伴う場合は設置として扱われるため,

これらの事業の対象範囲と長寿命化検討対象範囲の区分を明確にしなければな

らない。 

(1) 情報収集・整理 

情報収集・整理は,対象施設に対して実施するものとし,下水道台帳等の

既存資料を基に診断対象施設の選定及び診断に必要な施設の現状を把握し

なければならない。 

(イ) 施設情報収集・整理 

① 下水道計画(基本計画フレーム及び事業計画変更の履歴) 

② 下水道台帳(施設の構造,管種,管径又は内空寸法,勾配,延長) 

③ 工事履歴及びその完成図書,取得価格等 

④ 改築年度,改築時の施設状態 

⑤ 流量計算表 

⑥ その他 

(ロ) 維持管理情報収集・整理 

① 巡視・点検及び清掃の記録・報告書 

② 苦情,道路陥没,浸水記録 

③ 修繕の履歴及び関連図書,金額等 

④ その他 

(ハ) 管路・特殊構造物診断情報収集,整理 

① 目視調査記録(潜行目視調査,目視調査) 

② TV カメラ調査記録 

③ 浸入水の有無 

④ その他 

(ニ) その他情報収集・整理 

① 上位計画及びその他関連事業計画 

② 埋設環境(道路交通状況の変化,道路形態の変更,埋設状況の変化) 

③ 特殊条件(硫化水素による腐食,工場等の廃液,地盤の不等沈下) 

④ その他 

(2) 現地踏査 

既存情報調査で得られた情報に基づき,特に管路の構造や埋設環境,特殊
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条件等の確認が必要な箇所を対象として現地踏査により確認を行う。 

2． 詳細調査対象施設の選定 

既存情報の調査及び現地踏査の結果から,以下の項目を参考にして詳細調査対

象とする施設及び区域を選定する。なお,選定の際にはその理由を整理する。 

① 管路の布設・供用開始年度 

② 管路の構造 

③ 管路の埋設環境 

④ 管路の重要度 

⑤ 腐食環境 

⑥ 異常・苦情等の発生件数 

⑦ 清掃対応件数等 

⑧ 点検・調査等の維持管理の履歴 

3. 詳細調査 

劣化度,流下能力,浸入水の状況把握を行い,長寿命化計面を策定するための調

査として,潜行目視調査又は TV カメラ調査を実施する。さらに,必要に応じて

測量調査又は劣化度調査等の物理化学試験を行い,潜行目視調査や TV カメラ調

査では分かりにくい異常を把握し,原因の把握と対策の検討等における資料と

する。 

本調査は発注者との協議により行う。本調査に係る業務費は,別途計上する。 

4． 診 断 

診断は,管渠の異常の程度を診断し,対策の要否及び緊急度を明らかにするも

ので,潜行目視調査又は TV カメラ調査等の結果より,以下の手順で実施する。 

① 異常の程度診断 

② 緊急度の判定 

③ 対策の要否(維持又は対策)の判定 

5． 対策範囲の検討 

調査・診断の結果及び管路施設に求められる機能を勘案して,改築か修繕かの

判定を行う。対策範囲の選定に当っては,必要に応じて経済性の比較を行い,慎

重に判断する。 

6．更新・長寿命化対策の検討 

改築と判定された箇所は,既設管渠の状況,劣化,損傷の原因,現場条件,維持管

理への影響等を十分勘案し,「更新(布設替え)」あるいは「長寿命化対策(更生

工法)」等を決定する。 

(1) 既設管渠の状況把握 

既設管の腐食,上下方向のたるみ,管の破損,管の継手ズレ等の状況を把握

する。 
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(2) 仮排水の施工性検討 

仮排水計画(仮設計画・代替施設計画・施工計画等)を立案する。 

(3) 流下能力の確保 

計画流量に対応する流下能力の確保を図る。 

(4) 現場条件の確認 

地下埋設物,道路交通,掘削規制の有無を確認する。 

(5) 原因分析 

既設管渠の劣化・損傷原因分析(劣化度合,維持管理状況,外的要因等)を

行い,工法選定及び維持管理計画に反映させる。 

(6) 経済比較 

上記(1)～(5)の検討・確認を踏まえて更新(布設替え)と長寿命化対策(更

生工法)の経済性比較を行う。更新と長寿命化対策の整備費用及び維持管

理費の評価期間内累積費用から毎年度の改善額を算定し,社会的割引率で

割り戻したライフサイクルコスト縮減額を算定する。 

7．長寿命化対象施設抽出と事業量の算定 

長寿命化対象となる施設を整理し事業量を算出する。また,対象区域内の今後

の維持管理に係る事業量を把握するため,更新や修繕等に必要な事業費も含め

事業量を算出する。 

8．下水道管渠長寿命化計画の策定 

下水道管渠長寿命化計画は事後処理的な対応ではなく,予防保全的な対応を図

るために,ライフサイクルコストを考慮した上で,上位計画や下水道総合地震対

策計画,浸水対策計画,合流下水道緊急改善計画(以下,「合流改善計画」とい

う。)等の関連計画の対策も踏まえて,重要度,緊急度等を考慮し,概ね 5年間の

改築対策の年度別事業実施スケジュール等を検討する。 

長寿命化計画の策定内容は,下記のとおりとする。 

(1) 事業量の算定 

計画期間内に改築する管路の対象延長,施工方法,概算事業費等を算定す

る。 

(2) 年度別事業計画の策定 

改築対象管路施設について布設替えと更生工法に分けて,年度別事業量と

年割額(事業費)を算定する。 

(3) 長寿命化計画書の策定 

長寿命化計画書には,以下の内容を所定の様式に従って記載するとともに,

必要に応じ、詳細な資料を添付する。 

① 対象施設及びその選定理由 

② 点検調査結果の概要及び維持管理の実施状況 

③ 計画期間  
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④ 長寿命化対策を含めた計画的な改築及び維持管理の概要 

⑤ 長寿命化対策の実施効果 

⑥ 実施する施設 

⑦ 管路調書 

⑧ 年次計画及び年割り額 

 

9．維持管理計画 

(1) 維持管理の方針及び実施内容 

管路施設の維持管理実績等を考慮し,現状施設の維持管理方針及び機能維

持に必要な実施内容(点検や清掃及びその記録の方針等)をとりまとめる。 

(2) 維持管理中長期計画 

今後の更新や修繕等の維持管理に係る対象区域内における事業量を整理

し,事業の進め方について中長期計画としてとりまとめる。 
  

第 7603 条 照 査 

1．照査の目的  

受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し,十分な比較検討を

行うことにより,業務の高い質を確保することに努めるとともに,さらに照査を

実施し,成果品に誤りがないよう努めなければならない。 

2．照査の体制 

受注者は遺漏なき照査を実施するため,相当な技術経験を有する照査技術者を

配置しなければならない。 

3．照査事項 

受注者は,下水道施設の計画的な維持,改築の重要性を十分に認識し,業務全般

にわたり,次に示す事項について照査を実施しなければならない。 

(1) 基本事項の確認内容及び課題の把握・整理内容に関する照査 

(2) 検討の方法及びその内容に関する照査 

(3) 地震対策計画,浸水対策計画,合流改善計画等との各相互間における

整合性に関する照査 

 

第 7604 条 提出図書 

1． 提出図書 

(1) 提出すべき成果品とその部数は次のとおりとする。なお,製本はすべ

て白焼とする。 
図書名 形状寸法・提出部数 

下水道長寿命化計画書 A4・3 部 

報告書 A4・3 部 

長寿命化計画図 原図 1 式,白焼 3 部 

打合せ議事録 A4・3 部 
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その他参考資料 

設計に伴って収集・調査した資料及びその他資料 

原稿一式 

上記図書の電子成果品 CD-R 又は DVD-R 一式 

(2) 成果品の作成に当っては,その編集方法についてあらかじめ発注者と

協議する。 

(3) 製本はすべて表紙,背表紙ともタイトルをつけ,直接印刷したものと

する。 

 

第 7605 条 参考図書 

1． 参考図書 

業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 

(1) 発注者の下水道標準構造図 

(2) 発注者の下水道維持管理指針 

(3) 発注者の下水道改築マニュアル 

(4) 下水道長寿命化支援制度に関する手引き(案)(国土交通省都市・地域整

備局下水道部) 

(5) 下水道施設改築・修繕マニュアル(案)(社団法人 日本下水道協会) 

(6) 下水道施設維持管理積算要領―管路施設編―(社団法人 日本下水道協

会) 

(7) 下水道施設計画設計指針と解説 (社団法人 日本下水道協会) 

(8) 下水道維持管理指針(社団法人 日本下水道協会) 

(9) 下水道施設の耐震対策指針と解説 (社団法人 日本下水道協会) 

(10)下水道の地震対策マニュアル(社団法人 日本下水道協会) 

(11)管更生の手引き(案)(社団法人 日本下水道協会) 

(12)下水道管きょ改築等の工法選定の手引き(案)(社団法人 日本下水道協

会) 

(13)下水道管路施設腐食対策の手引き(案)(社団法人 日本下水道協会) 

(14)下水道管路施設テレビカメラ調査マニュアル(案)(社団法人 日本下水

道協会) 

(15)水理公式集(社団法人 土木学会) 

(16)コンクリート標準示方書(社団法人 土木学会) 

(17)日本工業規格(JIS) 

(18)日本下水道協会規格(JSWAS) 

(19)道路橋示方書・同解説(社団法人 日本道路協会) 

(20)土木工学ハンドブック(社団法人 土木学会) 

(21)土質工学ハンドブック(社団法人 土質工学会) 

(22)都市・地域整備局所管補助事業実務必携(国土交通省) 

(23)水門鉄管技術基準(社団法人 水門鉄管協会) 

(24)港湾構造物設計技術基準(社団法人 日本港湾協会) 
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(25)道路構造令、同解説と運用(国道交通省、社団法人 日本道路協会) 

(26)下水道管路施設維持管理マニュアル(社団法人 日本下水道管路管理業

協会) 

(27)下水道管路施設維持管理積算資料(社団法人 日本下水道管路管理業協

会) 

(28)下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュ

アル(社団法人 下水道業務管理センター) 

(29)下水道管路改築・修繕事業技術資料～調査から施工管理まで～(財団法

人 下水道新技術推進機構) 

(30)管きょ更生工法の品質管理技術資料(財団法人 下水道新技術推進機構) 

(31)管きょ更生工法(二層構造管)技術資料(財団法人 下水道新技術推進機

構) 

(32)マンホールの改築及び修繕に関する設計の手引き (案) (社団法人 日本

下水道管路管理業協会) 

(33)管きょの修繕に関する手引き(案)(社団法人日本下水道管路管理業協会) 

(34)取付管の更生工法による設計の手引き(案)(社団法人 日本下水道管路管

理業協会) 

(35)下水道管路施設改築・修繕に関するコンサルティング,マニュアル

(案)(管路診断コンサルタント協会) 

(36)下水道管きょ改築・修繕にかかる調査・診断・設計実務必携(管路診断

コンサルタント協会編集(財団法人 経済調査会)) 

 

第２節 特記仕様書（案） 

第 7606 条 特記仕様書（案） 

1．特記の適用範囲 

  この仕様書は本仕様書に示す委託対象施設の長寿命化対策（※１）を含む

改築事業を実施するために必要な調査,診断,対策検討及び下水道長寿命化計画

等の策定を行う業務を適用範囲とする。 

2. 業務の対象 

(1) 管  渠(普通マンホール,取付管,ますを含む) 

(イ) 供用開始年月日 

(ロ) 名 称 

(ハ) 位 置 (別途図面のとおり) 

(2) マンホール形式ポンプ場(土木,機械,電気) 

(イ) 供用開始年月日 

(ロ) 名  称 

(ハ) 位  置 (別途図面のとおり) 
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(3) 設計条件項目 

設計条件項目表(参考)による。 

設計条件項目表(その 1)(参考) 

 

設計条件項目表（その２）（参考） 

項   目 設  計  条  件 

工   期 平成 年 月 日～平成 年 月 日 

場   所  

報 告 書 作 成 有 無 

設  計  協  議 中間打合せ 回 

関係機関協議       回 

管 渠 

及び 

マンホール 

区 域 面 積 
汚水   ha  

雨水   ha 

管   種  

管   径   m 

延   長 km 

取 付 管 有   無 

マンホール 有   無 

マンホール蓋 有   無 

管渠電子化情報 有(   )、無 

管渠電子化情報の作成 有(   )、無 

項 目 設 計 条 件 

特殊構造物  有 無 

特殊マンホール 基 

マンホール形式ポンプ場 

(2 次製品) 
基 

マンホール形式ポンプ場 

(現場打ち) 
基 

吐 口  

その他( )  

基礎調査 
既存情報の調査 有 無 

現地踏査 有 無 

詳細調査対象施設の選定 有  無 

詳細調査(調査項目は別途設定) 有 無 

診 断 有 無 

対策範囲の検討 有 無 

更新・長寿命化対策の検討 有 無 

長寿命化対策施設抽出と全体事業量の算定 有 無 

下水道管渠長寿命化計画の策定 有 無 

維持管理計画 有 無 
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3. その他の特記事項 

(1) 提出図書の部数の変更(あり,なし) 

提出部数の変更がありの場合は,標準仕様書第7604条に示す提出図書のう

ち,次の提出図書の部数を変更する。 

 

 

(2) 詳細調査 

詳細調査項目 調査の有無 調査数量 

潜行目視調査 

（内径 800 ㎜以上） 

有  無 ㎞ 

ＴＶカメラ調査 

（内径 800 ㎜未満及び必要と判断され

る箇所） 

有  無 ㎞ 

取付管調査 有  無 箇所 

マンホール内目視調査（上下流管きょ

含む）※１ 

有  無 箇所 

マンホール巡視・点検調査（管口含

む）※２ 

有  無 箇所 

マンホール蓋巡視・点検 有  無 箇所 

測  量 有  無 基準点測量   ㎞ 

水準測量    ㎞ 

縦断測量    ㎞ 

管渠断面・寸法     箇所 

特殊構造物 

断面・寸法       箇所 

劣化度調査 有  無 コンクリート 

 圧縮強度試験     箇所 

  （試験方法  ）    

 中性化試験      箇所 

鉄筋 

 引張強度試験     箇所 

 被り・ピッチ・径   箇所 

 （試験方法   ） 

水質調査 有  無 水質項目 

検体数    検体 

※１マンホール内に入ってライトを用いて管渠内を目視調査する。 

※２地上からライトを用いてマンホール内面及び管口を目視点検又は簡易Ｔ

Ｖカメラ調査する。 

 

 

 

 

提出図書名 提出部数 
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第３節 標準業務内容（案） 

第 7607 条 標準業務内容（案） 

 
作業項目 作業内容 

区分 作業の範囲 

１．基礎調査   

1－1 情報収集整理   

(1)施設情報収集・整理 管渠(普通マンホール、取付管、

ますを含む)・特殊構造物の異常

程度診断対象施設選定のための施

設の現状把握に必要な資料収集 

下水道台帳・竣工図書・設計図書等からの管渠・特殊構

造物諸元(施設の構造,管種,管径又は内空寸法,勾配,延

長,工事履歴,流量計算表等)の整理,取得価格 

(2)維持管理情報収集・整理 点検・異常記録,清掃・修繕記録からの維持管理状況の

整理 

(3)管路・特殊構造物診断情報

収集・整理 

過去の潜行目視調査,TV カメラ調査,マンホール内目視

調査,分解,点検調査等からの診断状況の整理 

(4)関連情報収集・整理 地震対策計画等の関連情報及び埋設環境,特殊条件等に

関する情報の収集,整理 

1－2 現地踏査 管路・特殊構造物構造,埋設環境,特殊条件等の確認 

2．詳細調査対象施設の選定  詳細調査が必要な施設・区域の抽出及び詳細調査内容の

検討 

3．詳細調査 長寿命化計画策定に必要な調査 潜行目視調査,TV カメラ調査,測量,管渠・躯体、マンホ

ールポンプ場の揚水ポンプ,計装設備,操作盤等の劣化度

調査等 

4．診断  異常の程度診断,緊急度の判定,対策の要否判定 

5．対象範囲の検討  劣化度等の範囲,規模による改築か修繕かの判定 

6．更新・長寿命化対策の検討   

6－1 既設管渠の状況把握 改築判定箇所の更新あるいは長寿

命化対策の決定 

既設管の耐荷力,上下方向たるみ,管の破損,管の継手ズ

レ等の状況把握 

6－2 仮排水の施工性検討 仮排水計画の立案 

6－3 流下能力の確保 流下能力の確保（更生工法を採用する場合） 

6－4 現場条件 地下埋設物,道路交通,掘削規制の有無関係 

6－5 原因分析 既設管の劣化・損傷原因の分析 

6－6 経済比較 更生（布設替え）と長寿命化対策（更生工法）等の経済

性比較,ライフサイクルコスト改善額の算定 

7．長寿命化対象施設抽出と事

業量の算定 

 長寿命化対象施設の整理,改築・修繕に係る事業量,事業

費の算定 

8．下水道管渠長寿命化計画の

策定 

  

8－1 事業量の算定  長寿命化計画期間内対象延長・対象箇所,施工法の概略

検討,概算事業費の算定等 

8－2 年度別事業計画の策定  改築対策別年度別事業量,年度別事業費 

8－3 長寿命化計画書の策定  長寿命化対象施設,対象施設選定理由,点検調査結果,維

持管理状況,計画期間,改築・維持管理計画の概要,長寿

命化対策の実施効果 

9．維持管理計画   

9－1 維持管理の方針及び実施

内容 

 維持管理方針及び維持管理実施内容のとりまとめ 

9－2 維持管理中長期計画  維持管理に係る事業量の整理,中長期整備計画のとりま

とめ 

10．照査  基礎調査の内容,詳細調査対象施設の選定理由,詳細調査

の内容,診断内容,修繕・改築判定,更新,長寿命化対策,

全体事業量,長寿命化計画・維持管理計画の内容に関す

る妥当性 

11．報告書作成  基礎調査結果,詳細調査対象施設の選定,詳細調査結果,

診断結果及び長寿命化対象施設の抽出,事業量,長寿命化

計画・維持管理計画の内容等 

12．設計協議 発注者との協議 調査・診断内容及び計画内容の協議 
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参考 

図－１ 長寿命化計画策定作業フロー（管渠） 

対策不要 

対策必要 
維持 

対象範囲の検討 

改築 

更新・長寿命化対策の検討（LCC 比較） 

更新 

（布設替え） 

長寿命化対策

（更生工法） 

長寿命化対策検討対象設抽出と事業量の算定 

維持管理計画 

修繕 

対策の検討 

対象管渠の選定 

既存情報の調査 

詳細調査対象設の選定 

詳細調査 

診断 

（緊度の判定） 

現地踏査 

調 査 

（情報） 

・下水道整備事業計画 

・工事情報 

・施設情報 

・維持管理情報 

 
下水道管渠長寿命化計画の策定 



Ⅰ－４－621 

 

第７章 下水道処理場・ポンプ場（機械・ 

電気設備）長寿命化計画策定   

第１節 標準仕様書（案） 

第 7701 条 設計一般 

 

1．一般事項 

(1) 業務の実施に当って,受注者は発注者と密接な連絡を取り,連絡事項はそ

のつど記録し,打合せの際,相互に確認しなければならない。 

(2) 業務着手時及び業務の主要な区切りにおいて,発注者と受注者は打合せ

を行うものとし,その結果を記録し,相互に確認しなければならない。 

2．設計基準等 

設計に当っては,発注者の指示する図書及び本仕様書第 7705 条の参考図書を

参考にして,発注者と協議のうえ業務を行わなければならない。 

3．設計上の疑義 

設計上の疑義が生じた場合は,発注者と受注者の協議により,疑義の解消を図

るものとする。 

4．設計の資料 

設計における評価及び計算の根拠,資料等はすべて明確にし,整理して提出し

なければならない。 

5.参考資料の貸与 

受注者は,発注者より,業務に必要な下水道事業計画図書,設計図書,工事完成

図書,台帳類,下水道施設維持管理記録及び既存の改築,耐震診断資料等を借用

するときには所定の手続によらなければならない。 

6.参考文献等の明記 

業務に文献,その他の資料を引用した場合は,その文献及び資料名を明記しな

ければならない 

 

第 7702 条 長寿命化計画 

長寿命化計画策定業務は,次の事項の作業を行い,報告書としてまとめなけれ

ばならない。 

1．基礎調査 

(1) 着手時の確認 

(イ) 受注者は業務の着手に当たり,必要とする資料のリストを作成し,発

注者の承諾を得た後,資料等の収集・整理を行う。 
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(ロ) 資料等に不足がある場合は,発注者と受注者は協議により,速やかに

対応を図るものとする。 

(2) 収集する資料,図書 

下水道事業計画図書,設計図書,完成図書,施設維持管理記録,設備台帳,資

産台帳,過年度に実施された改築及び耐震診断記録等 

(3) 資料,図書より確認,整理する事項 

(イ) 下水道計画の概要 

当該処理区・排水区の概要(計画及び現況の面積,人口,汚水量,雨水

量),幹線系続,排除方式 

(ロ) 対象処理場,ポンプ場の概要 

名称,位置,計画能力(流入水量・水質,放流水量,水質),現況能力,ポン

プ場の種類,水処理及び汚泥処理方式,施設整備事業計画,維持管理体制 

(ハ) 設備情報 

名称及び個数・仕様,設置年度,供用開始年度,取得価格 

(ニ) 設備維持管理情報 

改築・修繕等の履歴,事故・故障及び停電等の履歴,日常及び定期点検

の情報,水質管理及び汚泥管理の情報,修繕及び維持管理の費用 

(ホ) 周辺環境の概要 

用途地域,排水先及び放流先公共水域の概要 

(へ) その他診断及び計画策定に必要な事項 

2．調査に係る作業 

(1) 調査診断対象設備の選定 

(イ) 設備リストの作成 

(ロ) 調査診断対象設備選定の基準等の設定 

(ハ) 調査診断対象設備の選定及び選定理由の整理 

(2) 長寿命化対策の検討対象設備の選定 

(イ) 調査診断対象設備の管理方法(状態監視保全,時間計画保全,事後保

全)及び部品供給状況等による分類 

(ロ) 長寿命化対策の検討対象設備の選定 

(3) 調査判定項目の設定 

設備単位及び主要部品単位の健全度を評価するための調査判定項目の設

定 

(4) 現地調査 

現地調査の実施に当たっては,施設の維持管理に支障が生じないように考

慮した点検調査計画書を立案し,発注者の承諾を得る。 

(イ) 点検調査計画書の作成 

(ロ) 点検表の作成 
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(ハ) 現地調査 

設備及び主要部品について,目視,維持管理担当者へのヒアリング等に

より調査判定項目ごとに劣化状態を点検調査し,結果を写真も含め記録

する。 

(ニ) 点検調査結果の取りまとめ 

点検調査の結果を写真も含め分かり易く取りまとめる。 

3．診断に係る作業 

(1) 健全度評価の方法及び評価基準の設定 

(2) 設備単位及び主要部晶単位の健全度評価  

(3) 措置方法(改築,修繕,維持)の設定 

(4) 診断結果の取りまとめ 

設備及び主要部品の健全度評価の結果と設備ごとの措置方法を分かり易

く取りまとめる。 

4．対策の検討に係る作業 

(1) 長寿命化対策対象設備の選定 

(イ) 複数の対策案(アクションプラン)の設定 

(ロ) 健全度予測方法及び評価期間の設定 

(ハ) 対策案ごとのライフサイクルコストの算定 

(ニ) 最適対策案の選定(長寿命化対策設備の選定) 

(2) 設備群としての対策の検討 

必要に応じて設備群としての省エネルギー,省資源,効率化等を勘案し,総

合的な検討を行い,必要な場合は設備単位での対策の見直しを行う。 

(3) 検討結果の取りまとめ 

検討結果に基づき設備ごとに更新対象又は長寿命化対策対象の区分を診

断結果と合わせて分かり易く取りまとめる。 

5． 長寿命化計画の策定 

(1) 概略仕様の検討 

改築対象設備について,概略仕様(型式,個数,能力等)を検討,設定する。 

(2) 概略の施工方法等の検討 

改築に伴う既存施設の機能停止,運転管理作業等への支障の有無を確認し,

対策が必要な場合は概略の施工方法等を検討,設定する。 

(3) 概算費用の算定 

長寿命化対策を含めた改築に要する概算費用を算定する。 

(4) 長寿命化計画の策定 

長寿命化計画書には,以下の内容を所定の様式に従って記載するとともに,

必要に応じ,詳細な資料を添付する。 

(イ) 対象施設及びその選定理由 
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(ロ) 点検調査結果の概要及び維持管理の実施状況 

(ハ) 計画期間 

(ニ) 長寿命化対策を含めた計画的な改築及び維持管理の概要 

(ホ) 長寿命化対策の実施効果(ライフサイクルコストの縮減額) 

(へ) 実施する施設 

(ト) 施設調書 

(チ) 年次計画及び年割り額 

6． 維持管理計画の作成 

施設・設備ごとの維持管理実績等を考慮した,維持管理方針及び機能維持に必

要な実施内容(点検や清掃及びその記録の方針等)をとりまとめる。 

7．図書の作成に係る作業 

前 1.から 6.の作業で確認,整理した事項,点検調査結果及び各種検討結果と作

成した図書を次の内容により取りまとめ,報告書を作成する。 

(1) 点検調査及び診断結果 

(2) 対策の検討結果 

(3) 長寿命化計画 

(4) その他資料（ライフサイクルコスト計算書など） 

 

第 7703 条 照査 

1．照査の目的 

受注者は業務を施行するうえで技術資料等の諸情報を活用し,充分な比較検討

を行うことにより,業務の高い質を確保することに努めるとともに,さらに照査

を実施し,成果品に誤りがないよう努めなければならない。 

2．照査の体制 

受注者は遺漏なき照査を実施するため,相当な技術経験を有する照査技術者を

配置しなければならない。 

3．照査事項 

受注者は,下水道施設の計画的な維持,改築の重要性を十分に認識し,業務全般

にわたり,次に示す事項について照査を実施しなければならない。 

(1) 業務実施計画の妥当性 

(2) 収集資料,整理事項と確認事項の整合性 

(3) 点検調査記録と判定結果の整合性 

(4) 健全度評価と措置方法の整合性 

(5) 対策検討方法の妥当性 

(6) 長寿命化計画の妥当性 
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第 7704 条 提出図書 

1．提出図書 

(1) 提出すべき成果品とその部数は次のとおりとする。なお、製本はすべて

白焼とする。 

図書名 形状寸法・提出部数 

(イ) 下水道長寿命化計画書    A4・3 部 

(ロ) 報告書           A4・3 部 

(ハ) 長寿命化計画図       原図 1式・白焼 3部 

(ニ) 打合わせ議事録       A4・3 部 

(ホ) その他参考資料       原稿一式 

設計に伴って収集・調査した資料及びその他資料 

(へ) 上記図書の電子成果品 CD-R 又は DVD-R 一式 

(2) 成果品の作成に当っては,その編集方法についてあらかじめ発注者と協

議する。 

(3) 製本はすべて表紙,背表紙ともタイトルをつけ,直接印刷したものとする。 

 

第 7705 条 参考図書 

1．参考図書 

業務は,下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。これ以外の図

書を使用する場合は,発注者の承諾を得るものとする。 

(1) 機械設備工事一般仕様書(発注者の仕様書) 

(2) 電気設備工事一般仕様書( 〃 )  

(3) 下水道長寿命化支援制度に関する手引き(案)(国土交通省都市・地域整

備局下水道部) 

(4) 日本工業規格(JIS) 

(5) 日本下水道協会規格(JSWAS) 

(6) 電気規格調査会標準規格(JEC) 

(7) 日本電機工業会標準規格(JEM) 

(8) 日本農業規格(JAS) 

(9) 日本電線工業会標準規格(JCS) 

(10)下水道施設計画・設計指針と解説(社団法人 日本下水道協会) 

(11)下水道維持管理指針( 〃 ) 

(12)小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説( 〃 ) 

(13)下水道施設改築・修繕マニュアル(案)( 〃 ) 

(14)下水道施設の耐震対策指針と解説( 〃 ) 

(15)下水道施設耐震計算例－処理場・ポンプ場編－( 〃 ) 

(16)下水道の地震対策マニュアル( 〃 ) 
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(17)水理公式集(社団法人 土木学会) 

(18)揚排水ポンプ設備技術基準(案)同解説(社団法人 河川ポンプ施設技術

協会) 

(19)揚排水ポンプ設備設計指針(案)同解説( 〃 ) 

(20)JISハンドブック機械要素(財団法人  日本規格協会) 

(21)JISハンドブック電気設備I、Ⅱ、Ⅲ( 〃 ) 

(22)内線規程(社団法人  日本電気協会) 

(23)電気工学ハンドブック(社団法人 電気学会)   

(24)受変電設備保守点検の要点(社団法人  日本電気工業会) 

(25)非常用発電設備保全マニュアル(社団法人 日本内熱力発電設備協会) 

(26)土木工書一般仕様書(発注者の仕様書) 

(27)建築工事・建築設備工事一般仕様書( 〃 ) 

(28)コンクリート標準示方書(社団法人 土木学会) 

(29)土木工学ハンドブック( 〃 ) 

(30)土木製図基準( 〃 ) 

(31)地盤工学ハンドブック(社団法人 地盤工学会) 

(32)鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法－(社団法

人 日本建築学会) 

(33)鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準,同解説－許容応力度設計と保有水

平耐力－(〃) 

(34)SI単位版 鋼構造設計規準( 〃 ) 

(35)建築基礎構造設計指針( 〃 ) 

(36)壁式構造関係設計規準集・同解説壁式鉄筋コンクリート造編( 〃 ) 

(37)建築耐震設計における保有耐力と変形性能( 〃 ) 

(38)建設大臣官房官庁営繕部監修 建築工事設計図書作成基準及び同解説(社

団法人 公共建築協会) 

(39)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築工事標準詳細図( 〃 ) 

(40)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標

準図(電気設備工事編)( 〃 ) 

(41)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 公共建築設備工事標

準図(機械設備工事編)( 〃 ) 

(42)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事

編)( 〃 ) 

(43)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備

工事編)( 〃 ) 

(44)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕樣書(機械設備

工事編)( 〃 ) 

(45)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 建築構造設計基準及び同解
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説( 〃 ) 

(46)建設大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

( 〃 ) 

(47)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備課監修 建築設備設計基準( 〃 ) 

(財団法人 全国建設研修センター) 

(48) 建設大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び

同解説(財団法人 建築保全センター) 

(49)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(建築

工事編)( 〃 )  

(50)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(電気

設備工事編)( 〃 ) 

(51)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械

設備工事編)( 〃 ) 

(52)国土交通省住宅局建築指導課監修 2001年改訂版既存鉄筋コンクリート

建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(財団法人 日本建築防災

協会) 

(53)建設省住宅局建築指導課監修 改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート建築物

の耐震診断基準,改修設計指針・同解説( 〃 ) 

(54)建設省住宅局建築指導課監修 耐震改修促進のための既存鉄骨造建築物

の耐震診断および耐震改修指針・同解説( 〃 ) 

(55)国交省国土技術政策研究所、建築研究所監修 建築設備耐震設計・施工

指針(財団法人 日本建築センター)  

(56)国土交通大臣官房技術調査課、国土技術政策総合研究所監修 土木構造

物設計ガイドライン(社団法人 全日本建設技術協会) 

(57)道路橋示方書・同解説(下部構造編)(社団法人 日本道路協会) 

(58)国土開発技術研究所編 改訂解説・河川管理施設等構造令(社団法人  

日本河川協会) 

(59)港湾の施設の技術上の基準・同解説(社団法人 日本港湾協会) 

 

 

 

第２節 特記仕様書（案） 

第 7706 条 特記仕様書（案） 

1．業務名 

2．業務委託の対象 
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１）ポンプ場 
(1)名称      

(2)位置      

(3)下水排除方式  ・分流式 

・合流式・その他 

・分流式 

・合流式・その他 

・分流式 

・合流式・その他 

・分流式 

・合流式・その他 

(4)ポンプ場種類  ・汚水中継Ｐ 

・雨水Ｐ 

・その他 

・汚水中継Ｐ 

・雨水Ｐ 

・その他 

・汚水中継Ｐ 

・雨水Ｐ 

・その他 

・汚水中継Ｐ 

・雨水Ｐ 

・その他 

(5) 能力（ｍ３/

秒） 

計画時間最大汚

水量 

    

 雨天時計画汚水

量 

    

 計画雨水排水量     

 既設能力     

(6)供用開始年月

日 

 昭和・平成 

  年  月 

昭和・平成 

  年  月 

昭和・平成 

  年  月 

昭和・平成 

  年  月 

（注記） 

a.「計画雨水排水量」は,分流式雨水ポンプ場では計画雨水量,合流式雨水ポ

ンプ場では（計画雨水量－雨天時間計画汚水量）とする。 

 

２）処理場 
(1)名称       

(2)位置       

(3)下水排除方

式 

  ・分流式 

・合流式 

・その他 

・分流式 

・合流式 

・その他 

・分流式 

・合流式 

・その他 

・分流式 

・合流式 

・その他 

(4)処理方式 水処理      

汚泥処理      

(5) 能力（ｍ
３/秒） 

計画１日最

大汚水量 

     

 雨天時計画

汚水量 

     

 計画雨水排

水量 

     

 既設能力 水処理     

  汚泥処理     

(6)供用開始年

月日 

  昭和・平成 

  年  月 

昭和・平成 

  年  月 

昭和・平成 

  年  月 

昭和・平成 

  年  月 

4．その他特記事項 

１）ポンプ場 

(1)業務対象範囲 

①対象設備 

別表 4.1．1 に業務の対象設備の水量と設備名（小分類単位）を示す。 
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②作業項目 
作業項目 作業の有無 備考 

業務実施計画   

資料収集・整理   

調査   

診断   

対策の検討   

長寿命化計画策定   

報告書作成   

照査   

（注記） 

a.「作業の有無」欄の○は対象作業項目を示す。 

(2)その他 
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別表 4.1．1 対象設備・水量と設備名（小分類単位） 
ポンプ場名  

(イ)機械設備 

大分類 中分類 対象施設名称 

（小分類単位） 

備考 

（対象水量-m3/秒 他） 

沈砂設備 スクリーンかす設備   

汚水沈砂設備   

雨水沈砂設備   

ポンプ設備 汚水ポンプ設備   

雨水ポンプ設備   

雨水滞水池・調整池 雨水滞水池・調整池設備   

汚水調整池 汚水調整池設備   

付帯設備 ゲート設備   

クレーン類物あげ設備   

配管類   

脱臭設備   

ポンプ類   

煙突   

重量計   

(ロ)電気設備 

大分類 中分類 対象施設名称（小分類

単位） 

備考 

（対象水量-m3/秒 他） 

電気計装設備 受変電設備   

自家発電設備   

制御電源・計装用電源設備   

負荷設備   

計測設備   

監視制御設備   

ケーブル・配管類   

（注記） 

a.「対象設備名称」欄の（小分類単位）とは,「下水道施設の改築について

（H15.6.19 国都下第 77 号国土交通省都市・地域整備局下水道部事業課長通

知）」の別表に定める「小分類」施設をいう。 

b.「備考」欄に,設備の規模（対象水量、系列数、池数他）を示す。 

 

２）終末処理場 

(1)業務対象範囲 

①対象設備 

別表 4.2．1 に業務の対象設備の数量と設備名（小分類単位）を示す。 

 

②作業項目 
作業項目 作業の有無 備考 

業務実施計画   

資料収集・整理   

調査   

診断   

対策の検討   

長寿命化計画策定   

報告書作成   

照査   

（注記） 

a.「作業の有無」欄の○は対象作業項目を示す。 

(2)その他 
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別表 4．2．1 対象設備・数量と設備名（小分類単位） 
処理場名  

(イ)機械設備 

大分類 中分類 対象施設名称 

（小分類単位） 

備考 

（対象水量-m3/秒 他） 

沈砂設備 スクリーンかす設備   

汚水沈砂設備   

雨水沈砂設備   

ポンプ設備 汚水ポンプ設備   

雨水ポンプ設備   

雨水滞水池・調整池 雨水滞水池・調整池設備   

汚水調整池 汚水調整池設備   

水処理設備 最初沈殿池設備   

反応タンク設備   

最終沈殿池設備   

消毒設備   

用水設備   

放流ポンプ設備   

高度処理設備 反応タンク設備   

凝集沈殿設備   

急速ろ過設備   

活性炭設備   

汚泥処理設備 汚泥輸送・前処理設備   

汚泥濃縮設備   

汚泥消化タンク設備   

汚泥洗浄タンク設備   

汚泥貯留設備   

調質設備   

熱処理設備   

汚泥脱水設備   

汚泥乾燥設備   

汚泥焼却・溶融設備   

建設資材利用設備   

コンポスト設備   

付帯設備 ゲート設備   

クレーン類物あげ設備   

配管類   

脱臭設備   

ポンプ類   

煙突   

重量計   

(ロ)電気設備 

大分類 中分類 対象施設名称（小分類

単位） 

備考 

（対象水量-m3/秒 他） 

電気計装設備 特高受変電設備   

受変電設備   

自家発電設備   

制御電源・計装用電源設備   

負荷設備   

計測設備   

監視制御設備   

ケーブル・配管類   

（注記） 

a.「対象設備名称」欄の（小分類単位）とは,「下水道施設の改築について

（H15.6.19 国都下第 77 号国土交通省都市・地域整備局下水道部事業課長通

知）」の別表に定める「小分類」施設をいう。 

b.「備考」欄に,設備の規模（対象水量、系列数、池数他）を示す。 
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第３節 標準業務内容（案） 
第 7707 条 標準業務内容（案） 

 

終末処理場・ポンプ場標準業務内容（機械・電気設備）（その１） 
作業項目 作業内容 

基

礎

調

査 

業務実施方針 ①業務の目的,主旨の把握 

②特記仕様書に示す業務内容の確認 

③業務概要,実施方針,工程計画,人員配置計画の決定 

④使用する主な基準及び図書等の確認 

⑤上記に関する作業計画書の作成 

 資料収集・整理 ①収集資料リストの作成 

②資料収集,図書保管状況確認(資料リストへ記載) 

・下水道事業計画書,設計図書,完成図書 

・施設維持管理記録 

・設備台帳,資産台帳 

・過年度に実施された改築,耐震診断記録等 

③資料整理事項 

・下水道計画の概要 

当該処理区・排水区の概要(計画及び整備済み面積・人口・汚水量・雨水量),

幹線系統,下水道排除方式 

・対象処理場,ポンプ場の概要 

名称,位置,全体及び事業認可計画能力(流入量・水質・放流量・水質),現況能

力,ポンプ場の種類,水処理及び汚泥処理方式,施設整備事業計画,維持管理体制 

・設備の情報 

名称及び個数・仕樣,設置年度,供用開始年度,取得価格 

・設備の維持管理情報 

改築及び修繕等の履歴,事故・故障及び停電等の履歴,日常及び定期点検の情

報,水質管理及び汚泥管理の情報,修繕及び維持管理の費用 

・周辺環境の概要 

用途地域,排水先及び放流先公共水域の概要(名称,管理者,利水状況,水質に関

わる基準及び規制) 

・その他診断及び計画策定に必要な事項の整理 

調査 ①調査診断対象設備の選定 

・設備リストの作成 

・調査診断対象設備選定の基準等を検討し,設定する。 

・選定基準に基づき調査診断対象設備を選定する。 

②長寿命化対策の検討対象設備の選定 

・調査診断対象設備を管理方法(状態監視保全,時間計画保全,事後保全)及び部品

供給状況等により分類する。 

・管理方法区分等に基づき長寿命化対策の検討対象設備を選定する。 

③調査判定項目の設定 

設備単位※1 及び主要部品単位※2 の調査判定項目を検討し,設定する。 

④現地調査 

・現地における点検調査計画を立案し,維持管理担当者と協議のうえ計画書を作成

する。 

・設備単位及び主要部品単位の点検表を作成する。 

・現地調査 

設備及び主要部品について,目視,維持管理担当者へのヒアリング等により調査

判定項日ごとに劣化状態を点検調査し,結果を写真も含め記録する。 

・点検調査結果の取りまとめ 

点検調査の結果を一覧表等に分かり易く取りまとめる。 
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終末処理場・ポンプ場標準業務内容（機械・電気設備）（その２） 
作業項目 作業内容 

診断 ①健全度評価の方法及び評価基準を検討し,設定する。 

②評価基準に基づき設備単位及び主要部品単位での健全度を評価する。 

③評価結果に基づき設備ごとの措置方法(改築,修繕,維持)を検討し,設定する。 

④診断結果の取りまとめ 

設備及び主要部品の健全度評価の結果と結果に基づく設備ごとの措置方法を分

かり易く一覧表等に取りまとめる。 

対策の検討 ①ライフサイクルコスト比較による長寿命化対象設備の選定 

・複数の対策案(アクションプラン)を検討し,設定する。 

・健全度予測方法及び評価期間を検討し,設定する。 

・対策案ごとのライフサイクルコストを算定する。 

・コスト改善額の比較により,最適対策案を選定する。(長寿命化対策設備の選定) 

②設備群※3 としての対策の検討 

必要に応じて設備群として,省エネルギー,省資源,効率化等を勘案し,総合的な

検討を行い,必要な場合は設備単位での対策の見直しを行う。 

③対策の検討結果の取りまとめ 

検討結果に基づき設備ごとに更新対象又は長寿命化対策対象の区分を診断結果

と合わせて一覧表として取りまとめる。 

長寿命化計画の策定 ①改築対象設備の概略仕様等の検討 

改築対象設備について,法令基準,省エネ,省資源,効率化等への対応を検討し,

概略仕樣(形式,個数,能力等)を設定する。 

②概略の施工方法等の検討 

改築に伴う既存施設の機能停止や運転管理作業への支障等を確認し,大規模な

仮設設備の設置,水路・配管・配線の切り回しなどの概算事業費に影響を与え

ると思われる対策が必要な場合は,概略の施工方法等を検討し,設定する。 

③概算費用の算定 

前①,②の検討結果に基づき,長寿命化対策を含めた改築に要する概算費用を算

定する。 

④長寿命化計画の策定 

・対象設備及びその選定理由 

・点検調査結果の概要及び維持管理の実施状況 

・計画期間の設定 

・長寿命化対策を含めた計画的な改築及び維持管理の概要 

・長寿命化の実施効果(ライフサイクルコストの縮減額) 

・実施する施設 

・施設調書 

・年次計画及び年割り額 

維持管理計画 施設・設備ごとの維持管理実績等を考慮した,維持管理方針及び維持管理実施内容 

報告書作成 収集図書と整理事項,点検調査内容と診断結果,対策の検討結果及び長寿命化を含

む改築計画を整理し,報告書を作成する。 

照査 ①業務実施計画の妥当性の照査 

②収集資料,整理事項と確認事項の整合性の照査 

③点検調査記録と判定結果の整合性の照査 

④健全度評価と措置方法の整合性の照査 

⑤対策検討方法の妥当性の照査 

⑥長寿命化計画の妥当性の照査 

※1 H15.6.19 国都下第 77 号通知「下水道施設の改築について」の別表に定

める「小分類施設」を指す。 

※2 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律で規定する処分期限期

間以上の継続使用が期待でき,設備全体の延命化に寄与する部品を指す。 

※3 除塵設備,除砂設備,汚泥脱水設備等まとまって処理機能を発揮するため

に必要な設備の集合体(電気設備も含む)を指す。 
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参考 

 対象処置場・ポンプ場の選定 

資料収集・整理 

調査対象設備の選定 

長寿命化対策検討対象設備の選定 

（情報） 

・下水道設備事業計画 

・工事情報 

・設備情報 

・維持管理情報 

・その他（耐震診断結果等） 

調査判定項目の設定 

（主要部品単位） 
調査判定項目の設定 

（設備単位） 

現地調査 
現地調査 

診断 

（主要部品及び設備単位の健全度評価） 

診断 

（設備単位の健全度評価） 

LCC 比較 

更新 

設備群としての対策検討，設備単位の対

策の見直し（省エネ・省資源・効率比等の

機能検証） 

長寿命化計画の策定 維持管理計画 

維持又は修繕 

長寿命化対策 

調  査 

対策の検討 

対象外 対象 

改築不要 改築不要 改築必要 改築必要 

対象 対象外 

必要に応じて 

図-１ 改築計画（長寿命化計画）策定作業フロー（機械・電気設備） 
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